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二
五

〔
書
舶
庸
�
卷
六
民
國
二
十
二
年
（
昭
和
八
年
、
一
九
三
三
年
、
癸
酉
）
十
二
�

二
十
日
～
三
十
一
日
〕

二
十
日

晴
れ
。
午
�
十
時
に
鹽
谷
〔
�
〕
�
士
が
弟
子
の
齋
�
〔
護
一
〕
を
差
し
向
け

て
、
余
等
を
�
閣
�
庫
に
案
�
さ
せ
る
。
�
庫
は
大
手
門
�
に
あ
る
。
何
度
も
出

入
の
際
に
�
べ
を
�
け
、
北
羽マ

マ

門
（
北
桔
橋
門
）
よ
り
も
嚴
重
で
あ
っ
た
。
�
庫

の
係
官
に
電
話
�
絡
し
、
�
覽
許
可
證
を
攜
え
て
か
ら
、
よ
う
や
く
入
場
が
許
さ

れ
、
�
庫
に
到
着
。
科
長
の
川
島
（
�
閣
書
記
室
記
�
課
長
・
川
島
孝
�
。『
�

閣
�
庫
百
年
史
』
頁
四
〇
八
に
よ
る
）
の
�
重
な
出
�
え
を
う
け
る
。
ま
た
�マ

マ

口

（
�
口
�
太
郞
）
君
に
會
う
。
以
�
は
典
籍
係
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
他
の
職
務

に
轉
じ
て
い
た
。
事
務
室
に
二
十
種
餘
り
の
書
籍
が
竝
べ
て
あ
っ
た
。
自
由
に
�

覽
で
き
、
ま
た
撮
影
も
許
さ
れ
、
ま
こ
と
に
特
別
待
�
で
あ
っ
た
。
小
字
本
『
�

�
書
』
は
岩
井マ

マ

（
岩
崎
靜
嘉
堂
�
庫
）
�
藏
本
の
�
刻
本
で
あ
っ
て
、
初
刻
本
に

は
遙
か
に
�
ば
な
い

（
１
）
。
そ
の
他
の
數
種
に
つ
い
て
は
後
に
�
す
る
と
お
り
。

�
に
〔
劉
〕
錫
堂
・〔
孫
〕
伯
醇
と
と
も
に
東
方
�
�
會
（
東
方
�
�
學
院
）

の
�
部
〔
宇
之
吉
〕
�
士
の
宴
會
に
出
席
。
宴
席
中
の
宇
野
〔
哲
人
〕・
岩
谷
（
鹽

谷
の
�
り
で
あ
ろ
う
。
現
代
�
「
岩
」「
鹽
」
同
じ
）〔
�
〕・
小
柳
〔
司
氣
太
〕

の
如
き
方
々
は
、
い
ず
れ
も
東
京
の
�
學
學
界
の
大
家
で
あ
る
。
宇
野
が
科
擧
試

驗
の
制
度
を
質
問
し
た
。
ま
た
、「
以
�
に
長
安
を
ゆ
っ
く
り
と
見
物
し
た
が
、

あ
そ
こ
の
貢
院
の
號
舍
（
科
擧
試
驗
場
の
個
室
）
は
昔
の
ま
ま
だ
っ
た
。
國
家
が

人
材
を
登
用
す
る
重
�
な
制
度
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
知
識
人
を
狹
い
と
こ
ろ
に
押

し
�
め
て
考
え
を
�
ら
せ
る
の
は
、俗
に
言
う
『
試
驗
地
獄
』
で
あ
る
」
と
い
う
。

余
は
言
う
。「
そ
う
で
は
な
い
。
出
來
の
惡
い
地
方
豫
備
試
驗
合
格
�
の
場
合
、

試
驗
場
で
は
時
閒
に
�
い
ま
く
ら
れ
、
す
ぐ
に
時
閒
が
經
っ
て
し
ま
う
の
に
、
筆

を
執
っ
て
良
い
こ
と
ば
が
一
つ
も
し
た
た
め
ら
れ
な
い
な
ら
、
立
派
な
�
物
に
�

い
た
と
し
て
も
、
や
は
り
地
獄
で
あ
る
。
も
し
才
能
拔
群
の
人
物
が
こ
の
�
か
な

時
閒
を
か
り
て
も
、
自
分
の
胸
中
の
考
え
を
陳
べ
、
國
家
に
貢
獻
す
る
な
ら
、
天

國
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
」。
宇
野
は
經
學
に
�
詣
が
深
く
、「
孫
詒
讓

（
２
）

の
後
に
群
經
・

�
子
の
�
究
を
引
き
繼
ぐ
�
は
誰
か
」
と
�
ね
た
。
余
は
言
う
、「
書
院
の
制
度

が
�
ん
に
行
わ
れ
た
時
に
は
、
經
學
�
究
の
人
士
が
輩
出
し
、
詁
經
精
舍
・
學
�

堂
・
南
菁
書
院

（
３
）
な
ど
は
高
い
才
能
を
も
っ
た
學
生
を
集
め
、
�
夕
鍛
え
上
げ
、
彼
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二
六

ら
の
�
�
を
�
集
し
、
い
ず
れ
も
經
傳
を
補
う
に
足
る
も
の
が
あ
っ
た
。
�
林
院

は
靜
か
な
�
境
で
、
才
子
を
蓄
え
て
お
く
場
�
で
は
あ
る
が
、
精
神
を
楷
書
で
し

た
た
め
る
奏
�
作
�
に
す
り
減
ら
し
た
。
敎
育
を
畫
一
�
し
て
も
、
志
向
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
改
革
以
後
は
、
世
風
が
權
利
の
一
�
に
�
ん
で
お
り
、
�
疏
を
�

究
す
る
學
�
を
�
ぼ
う
に
も
、
そ
の
數
が
實
に
乏
し
い
」
と
。
宇
野
は
、
余
の
言

を
頗
る
よ
し
と
し
た
。
佐
伯
好
郞
と
い
う
も
の
が
い
た
。
會
の
重
�
な
職
員
で
、

イ
タ
リ
ア
語
に
�
じ
、
景
敎
に
沒
頭
し
て
い
た
。
余
に
元
�
フ
ビ
ラ
イ
の
時
、
歐

州
に
派
�
さ
れ
た
景
敎
�
の
�
行
誌
一
册
を
�
�
し
て
く
れ
た
。
元
代
史
を
考
證

す
る
�
料
に
な
り
、
イ
タ
リ
ア
語
の
景
敎
典
籍
か
ら
譯
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た

（
４
）
。

鉅
宋
重
修
廣
韻
五
卷

（
５
）

宋
刊
本
。
高
さ
六
寸
七
分
、
寬
さ
四
寸
八
分
�
。
�
�
葉
十
二
行
、
�
行

大
字
二
十
一
字
、
小
字
の
三
、
�
大
字
の
二
に
當
る
。
左
右
�
邊
。
板
心
魚

尾
の
下
「
韻
�
」。
首
は
丁
丑
大
�
儀
鳳
二
年
（
六
七
七
）
序
と
爲
す
。
�

は
陳
州
司
法
孫
愐
の
序
。
序
の
後
は
、
二
行
を
隔
て
て
「
己
丑
�
寧
府
�

三
八
郞
書
鋪
印
行
」
の
一
行
�
り
。
�
卷
首
行
「
鉅
宋
廣
韻
某
聲
【
原
�
（
以

下
省
略
）：

�
聲
に
は
則
ち
上
、
下
�
と
題
す
】
卷
第
�
」
と
題
す
。
餘
は

韻
目
と
爲
し
、
三
排
に
分
け
、
正
�
に
�
ぬ
。「
蒹
葭
堂
藏
書
印
」【
長
方
朱

�
篆
書
】「
蒹
葭
藏
書
」【
正
方
白
�
篆
書
】（
と
も
に
木
村
孔
恭
藏
印
）
の

�
記
あ
り
。

東
萊
詩
集
二
十
卷

（
６
）

宋
刊
初
印
本
。
高
さ
六
寸
四
分
、
寬
さ
四
寸
九
分
。
�
�
葉
十
一
行
、
�

行
十
九
字
よ
り
二
十
一
字
に
至
り
等
し
か
ら
ず
。
左
右
�
邊
。
首
は
乾
�
二

年
（
一
一
六
六
）
曾
�
の
序
と
爲
す
。
�
卷
首
行
「
東
萊
先
生
詩
集
卷
第
�
」

と
題
す
。
�
二
格
に
し
て
「
呂
本
中
居
仁
」。
題
目
は
低
三
字
。
卷
尾
は
一

行
或
い
は
二
行
を
隔
て
、
書
名
を
題
す
る
こ
と
首
行
の
如
し
。
板
心
魚
尾

は
、
高
さ
�
正
�
よ
り
低
き
こ
と
二
字
�
、
下
に
「
呂
集
�
」、
下
に
刻
工

姓
名
を
記
す
。「
昌
�
坂
學
問
�
」【
原
�
（
以
下
省
略
）：

長
方
�
印
篆
書
】

「
�
�
己
巳
」【
無
邊
長
方
朱
�
隷
書
】
の
�
記
あ
り
。

箋
�
陶
淵
�
集
十
卷

（
７
）

宋
刊
本
（
８
）
。
高
さ
五
寸
六
分
�
、
寬
さ
三
寸
八
分
。
左
右
�
邊
。
�
�
葉
九

行
、
�
行
大
小
十
六
字
。
上
下
線
口
。
梁
の
昭
�
太
子
の
序
は
�
つ
て
卷
末

に
訂
せ
ら
る
。
首
は
目
�
四
葉
と
爲
す
。
�
は
「
補
�
陶
淵
�
集
總
論
」
と

爲
し
、
廬
陵
の
後
學
李
公
煥
集
�
す
。
�
卷
首
行「
箋
�
陶
淵
�
集
卷
之
�
」

と
題
す
。
分
目
、
正
�
に
�
ぬ
。
題
目
は
低
二
字
。
題
目
の
後
竝
び
に
詩
の

後
に
�
家
の
�
語
を
�
し
、
均
し
く
低
三
字
。
板
心
「
陶
詩
」
と
題
し
、
或

い
は
二
字
、
或
い
は
單
に
一
字
を
題
す
。
靖
�
詩
は
�
か
に
湯
�
�
四
卷
を

見
る
の
み
。
此
れ
孤
本
な
り
。

淮
�
集
四
十
卷
長
短
句
三
卷
淮
�
後
集
六
卷

（
９
）

宋
刊
本
【
原
�
（
以
下
省
略
）：

未
だ
尺
寸
を
量
ら
ず
】。
左
右
�
邊
。
�

�
葉
十
行
、
�
行
二
十
一
字
。
首
は
「
淮
�
閒
居
�
集
序
」
と
爲
し
、
以
て

「
舒
王
答
蘇
�
�
薦
秦
公
書
」「
蘇
�
�
答
淮
�
居
士
書
」「
后
山
陳
師
�
�

淮
�
居
士
序
」
を
�
と
す
。
�
で
目
�
と
爲
す
。
�
卷
首
行
、「
淮
�
集
卷

第
�
」
と
題
し
、
�
行
「
秦
觀
少
游
」、「
秦
」
の
上
は
低
八
格
、
下
は
�
一

格
、「
觀
」
の
下
は
�
兩
格）

（（
（

。
卷
尾
、
一
行
を
隔
て
題
す
る
こ
と
首
行
に
同

じ
。
板
心
の
上
に
字
數
を
記
し
、
魚
尾
の
下
は
「
秦
卷
�
」、
下
に
刻
工
姓

名
を
記
す
。
�
で
「
淮
�
居
士
長
短
句
」
と
爲
す
。
首
行
「
長
短
句
上
、
中
、
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二
七

下
」
と
題
す
。
板
心
魚
尾
下
の
題
字
同
じ
。
目
�
�
り
。
�
で
「
淮
�
後
集
」

と
爲
す
。
�
そ
詩
四
卷
、
雜
�
二
卷
に
し
て
、
�
人
の
題
款
は
上
に
同
じ
。

後
に
「
淮
�
居
士
集
序
」
�
り
。
乾
�
癸
巳
（
九
年
、
一
一
七
三
）、
林
�

景
度
の
�
。「
仁
正
侯
長
昭
�
�
書
屋
鑒
藏
圖
書
之
印
」（
�
江
仁
正
寺
藩
�

市
橋
長
昭
藏
印
）「
昌
�
坂
學
問
�
」【
�
に
長
方
朱
�
篆
書
】「
淺
草
�
庫
」

【
長
方
朱
�
楷
書
】
の
�
記
�
り
。

高
郵
軍
學
の
『
淮
�
�
集
』
計
四
百
四
十
九
板
、
副
葉
・
褾
背
等
を
�
は
せ

て
共
に
紙
を
用
ふ
る
こ
と
五
百
張
。

三
省
紙
、
�
張
二
十
�
、
計
一
十
貫
�

新
管
紙
、
�
張
一
十
�
、
計
五
貫
�
省

竹
下
紙
、
�
張
五
�
、
計
二
貫
五
百
�
省

�
工
、
�
板
一
十）

（（
（

�
、
計
五
百
�
省

靑
紙
褾
背
、
一
十
册
に
作
り
、
�
册
七
十
�
、
計
七
百
�
省

官
收
の
工
料
錢
五
百
�
省

軍
の
學
�
の
�
濤
・
林
經
楫
�
勘
す

左
脩
職
郞
高
郵
軍
�
事
參
軍
�
推
官
�
敎
�
の
趙
伯
膚

右
承
事
郞
權
發
�
高
郵
軍
�
管
學
事
�
管
�
勸
農
營
田
屯
田
事
の
王
定
國

豫
章
先
生
�
集）

（（
（

宋
刊
本
。
卷
五
よ
り
九
に
至
る
、
十
六
・
十
七
・
二
十
よ
り
二
十
一
に
至

る
、
二
十
四
よ
り
二
十
六
に
至
る
、
外
集
の
五
よ
り
十
五
に
至
る
ま
で
を
存

す
。
左
右
�
邊
、
�
�
葉
八
行
、
�
行
十
五
字
。
�
卷
首
行
「
豫
章
先
生
�

集
卷
第
�
」
と
題
す
。
板
心
、
魚
尾
下
「
予
章
�
」、
下
に
刻
工
姓
名
を
記

す
。「
仁
正
侯
長
昭
�
�
書
屋
鑒
藏
圖
書
之
印
」【
原
�
（
以
下
省
略
）：

長

方
朱
�
篆
書
】「
淺
草
�
庫
」【
長
方
朱
�
楷
書
】
の
�
記
、「
顏
氏
家
訓
曰

借
入
典
【
一
行
】
籍
皆
須
愛
護
先
�
缺
【
一
行
】
壞
就
爲
補
治
此
亦
士
【
一

行
】
大
夫
百
行
之
一
也
【
一
行
】
鄞
江
衞
氏
謹
志
（
顏
氏
家
訓
に
曰
は
く
、

典
籍
を
借
入
せ
ば
、
皆
須
ら
く
愛
護
す
べ
し
。
先
に
缺
壞
�
れ
ば
、
就
す
な
は

ち

補
治
を
爲
せ
。
此
れ
亦
た
士
大
夫
百
行
の
一
な
り
、
と
。
鄞
江
の
衞
氏
謹
ん

で
志し

る

す
）」【
長
方
朱
�
楷
書
】
の
大
木
記
�
り
。

玉
山
名
�
集
不
分
卷）

（（
（

�
�
葉
八
行
、
�
行
二
十
一
字
。
板
心
上
端
に
集
名
を
題
す
。
可
師
齋
よ

り
�
こ
り
、
拜
石
壇
に
至
り
止
む
。
題
額
は
大
字
に
し
て
、
篆
隸
に
分
別
し

て
兩
行
を
占
む
。
葉
數
は
一
よ
り
八
十
二
に
至
る
。
而
れ
ど
も
魚
尾
下
に
は

二
よ
り
四
に
至
る
と
記
す
。
中
閒
、
實
に
未
だ
卷
數
を
分
か
た
ざ
る
な
り
。

末
葉
に
「
弘
治
元
年
（
一
四
八
八
）
八
�
中
秋
日
、
�
人
の
楊
循
吉
題
す
」

の
一
行
あ
り
。
此
の
書
、
四
庫
の
抄
本
は
五
卷
と
爲
す
。
曩さ

き

に
一
不
分
卷
本

を
見
る
に
、
四
庫
本
に
�
ぶ
れ
ば
多
し
と
爲
す
。
未
だ
識
ら
ず
是
の
本
に
�

出
す
る
こ
と
�
る
や
無
き
や
を
。
�
時
の
刻
と
雖
も
、
亦
た
孤
本
な
り
。

�
�
詞
林）

（（
（

舊
抄
本
。一
百
五
十
二【
原
�（
以
下
省
略
）：

詩
十
二
】、一
百
五
十
六【
四
言
】、

一
百
五
十
七
【
詩
十
七
】、三
百
四
十
六
【
頌
十
六
】、四
百
一
十
四
【
七
言
】、

四
百
五
十
二
【
�
三
十
二
】、四
百
五
十
三
【
�
三
十
三
】、四
百
五
十
七
【
�	

三
十
七
】、四
百
五
十
九
【
�
三
十
九
】、六
百
六
十
五
【
詔
三
十
五
】、六
百
六	

十
九
【
詔
三
十
九
】、六
百
七
十
【
詔
四
十
】、六
百
九
十
一
【
勅
上
】、六
百
九	

十
五
【
令
下
】、六
百
九
十
九〔【
敎
四
】〕を
存
す
。



董
康
『
書
舶
庸
�
』
九
卷
本
譯
�
（
四
）	

二
八

（
１
）「
小
字
本
『
�
�
書
』」
は
、
一
〇
行
、
行
一
九
字
、
�
小
字
�
行
二
五
～
二
八
字
、

二
〇
册
か
ら
な
る
�
藏
本
、す
な
わ
ち
『
改
訂
�
閣
�
庫
�
籍
分
�
目
�
』（
以
下
『
�

閣
目
�
』と
略
稱
）頁
五
九
上
段
�
�
、�
求
番
號
二
七
九
―
四
八
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

尾
崎
康『
正
史
宋
元
版
の
�
究
』（
�
古
書
院
、一
九
八
九
年
一
�
）頁
二
四
二
に
よ
れ
ば
、

本
版
は
南
宋
後
�
�
の
福
淸
縣
學
刊
本
を
原
刻
と
し
、
元
の
大
德
・
至
大
・
�
�
・
元
統
、

�
の
宣
德
・
正
統
・
正
德
の
遞
修
本
で
、「
も
は
や
宋
の
原
刻
葉
が
殘
存
す
る
と
は
み

え
ず
、
元
大
德
以
後
の
修
葉
ば
か
り
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
頁
二
四
一

に
よ
れ
ば
、
靜
嘉
堂
�
庫
�
藏
本
は
五
〇
册
か
ら
な
る
元
の
遞
修
本
で
あ
る
（
卷
八
七

上
か
ら
卷
九
三
は
元
大
德
九
年
太
�
路
儒
學
刊
本
補
配
。『
靜
嘉
堂
�
庫
宋
元
版
圖
�
』

宋
版
史
部
「
18
�
書
」）。
し
た
が
っ
て
�
閣
�
庫
本
は
靜
嘉
堂
�
庫
本
の
「
�
刻
」
と

は
い
え
な
い
。

（
２
）
孫
詒
讓
（
�
光
二
十
八
年
〈
一
八
四
八
〉
～
光
緖
三
十
四
年
〈
一
九
〇
八
〉）、
浙

江
瑞
安
の
人
、
字
仲
容
、
號
籀
廎
。
淸
末
の
大
學
�
で
�
書
多
數
あ
る
な
か
、『
�
禮

正
義
』『
�
子
閒
詁
』
は
名
�
の
譽
れ
が
高
い
。

（
３
）「
詁
經
精
舍
」
は
、
淸
の
嘉
慶
六
年
（
一
八
〇
一
）
に
浙
江
�
撫
で
あ
っ
た
阮
元
が

現
在
の
杭
州
市
西
湖
の
孤
山
南
麓
に
設
け
た
學
舍
。太
�
天
國
の
兵
火
で
燒
失
し
た
後
、

同
治
五
年
（
一
八
六
六
）
に
再
�
さ
れ
た
。
嘉
慶
年
閒
に
『
詁
經
精
舍
�
集
』
十
六
卷

が
�
刊
さ
れ
た
。「
學
�
堂
」
は
�
光
四
年
（
一
八
二
四
）、
阮
元
が
兩
廣
總
督
で
あ
っ

た
時
�
に
廣
州
に
創
設
さ
れ
た
書
院
。『
皇
淸
經
解
』な
ど
が
�
刊
さ
れ
た
。「
南
菁
書
院
」

は
光
緖
八
年
（
一
八
八
二
）
に
學
政
の
�
體
芳
が
詁
經
精
舍
に
倣
っ
て
江
蘇
江
陰
に
�

て
た
書
院
で
あ
る
。同
十
二
年
に
學
政
の
王
先
�
は
南
菁
書
局
を
開
き
、『
續
皇
淸
經
解
』

『
南
菁
書
院
叢
書
』な
ど
を
�
刊
し
た
。な
お
董
康
は
若
い
頃
に
こ
こ
で
學
業
を
修
め
た
。

（
４
）
佐
伯
好
郞
氏
の
�
�
書
の
原
題
は
『
元
�
忽
必
烈
が
歐
洲
に
派
�
し
た
る
景
敎
�

の
�
行
誌
』
で
あ
る
（
待
漏
書
院
、昭
和
七
年
〈
一
九
三
二
〉
九
�
出
版
。
今
、春
秋
�
、

昭
和
十
八
年
一
〇
�
再
版
本
に
よ
る
）。
佐
伯
氏
の
自
序
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
ウ
イ

グ
ル
人
の
景
敎
�
、
馬
可
（
マ
コ
ス
）
と
�
馬
（
ソ
ー
マ
）
の
�
行
記
で
、
ペ
ル
シ
ャ

語
の
原
�
が
シ
リ
ア
語
に
抄
譯
さ
れ
、
そ
れ
を
一
九
二
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
バ
ッ
ヂ
�

士
が
英
譯
し
、
さ
ら
に
佐
伯
氏
が
バ
ッ
ヂ
英
譯
本
に
基
づ
き
訂
正
補
譯
し
た
も
の
で
あ

る
。
董
康
が
「
イ
タ
リ
ア
語
の
景
敎
典
籍
か
ら
譯
出
」
と
い
う
の
は
�
り
で
あ
る
。

（
５
）『
�
閣
目
�
』
頁
五
二
上
段
に
「
鉅
宋
廣
韻
」
と
し
て
�
�
、
�
求
番
號
重
三
―
三
、

重
�
�
�
財
。
福
井
保
「
�
閣
�
庫
和
�
書
善
本
解
題
（
�
籍
の
部
）」（『
�
閣
�
庫

書
誌
の
�
究
』、
靑
裳
堂
書
店
、
一
九
八
〇
年
六
�
、
頁
二
七
五
）
に
解
�
が
あ
り
、

書
影
は
『
�
閣
�
庫
宋
本
書
影
』（
日
本
書
誌
學
會
、
一
九
八
四
年
七
�
、
以
下
『
�

閣
書
影
』
と
略
稱
）
一
〇
～
一
二
葉
に
收
�
さ
れ
る
（
解
題
頁
三
・
四
、
解
題
は
福
井

保
氏
�
）。

（
６
）『
�
閣
目
�
』
頁
三
三
七
下
段
�
�
、
�
求
番
號
別
四
一
―
四
。『
�
閣
書
影
』

五
一
～
五
三
葉
（
解
題
頁
一
三
）。
本
版
は
『
四
部
叢
刊
』
續
�
に
影
印
收
�
さ
れ
て

い
る
。

（
７
）『
�
閣
目
�
』
頁
三
二
四
下
段
�
�
、
�
求
番
號
別
四
二
―
四
。

（
８
）『
�
閣
目
�
』
は
元
刊
本
と
す
る
。
阿
部
隆
一
「
宋
元
版
�
在
目
�
」（『
阿
部
隆
一

�
稿
集
』
第
一
卷
、
�
古
書
院
、
一
九
九
三
年
一
�
）
は
宋
末
元
初
刊
と
し
て
、
�
閣

�
庫
の
他
に
靜
嘉
堂
�
庫
の
�
藏
本
な
ど
を
擧
げ
る
。
四
部
叢
刊
�
收
の
『
箋
�
陶
淵

�
集
』
は
�
閣
本
と
同
�
の
版
本
で
あ
る
。
確
�
し
得
る
現
在
の
收
藏
�
況
か
ら
い
え

ば
、
後
�
に
董
康
が
�
閣
本
を
「
孤
本
」
と
い
う
の
は
�
り
で
あ
る
。

（
９
）『
�
閣
目
�
』
頁
三
三
四
下
段
�
�
、
�
求
番
號
重
二
―
七
、
重
�
�
�
財
。『
�

閣
書
影
』
第
三
五
～
三
八
葉
（
解
題
頁
一
〇
）。

（
10
）『
�
閣
書
影
』
第
三
六
葉
の
卷
一
首
の
書
影
を
見
る
と
、「
觀
」
字
下
は
一
格
し
か

�
い
て
い
な
い
。

（
11
）『
�
閣
書
影
』
第
三
八
葉
の
書
影
に
は
「
工
�
�
版
一
�
」
と
見
え
る
の
で
、
こ
の

「
十
」
は
衍
字
で
あ
る
。

（
12
）『
�
閣
目
�
』
頁
三
三
六
下
段
�
�
、
�
求
番
號
重
三
―
二
、『
�
閣
書
影
』
第

四
六
～
四
八
葉
（
解
題
頁
一
一
・
一
二
）、
重
�
�
�
財
。

（
13
）『
�
閣
目
�
』
頁
一
二
六
上
段
「
存
三
卷
（
卷
二
―
四
）
元
�
瑛
�
　
�
刊
　
二
册
」

と
�
�
、
�
求
番
號
三
五
八
―
八
五
。

（
14
）『
�
閣
目
�
』
頁
四
一
五
下
段
に
「（
如
�
輪
寺
本
）　
存
一
五
卷
（
中
略
）
嘉
永
三

寫
（
昌
�
黌
）
二
册
」
と
し
て
�
�
、
�
求
番
號
三
六
一
―
五
六
。
幕
末
の
重
抄
本
で

あ
る
の
で
「
舊
抄
本
」
と
は
言
え
な
い
。

二
十
一
日

晴
れ
。
午
後
三
時
、
上
野
の
學
士
會
（
�
國
學
士
院
�
堂
）
に
行
き
、「
中
國

分
權
問
題
」
を
�
演
す
る
。
余
は
か
く
思
う
。
�
代
の
制
度
は
純
粋
に
地
方
分
權

で
あ
り
、
秦
か
ら
淸
ま
で
は
�
對
�
中
央
集
權
で
あ
る
。
群
雄
�
據
の
時
代
を
除



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
紀
�
　
第
五
號	

二
九

い
て
、
地
方
分
權
に
似
た
も
の
に
は
、
例
え
ば
�
代
の
藩
鎭
の
ご
と
き
も
の
が
あ

る
。
そ
れ
は
一
時
�
に
外
（
地
方
）
が
重
く
�
（
中
央
）
が
輕
く
、
�
第
に
上
部

が
�
く
下
部
が
�
い
�
勢
を
作
り
上
げ
た
も
の
で
、
本
來
、
固
定
し
た
制
度
で
は

な
い
。
宋
の
太
�
は
、
錢
氏
の
�
越
國
に
對
し
、
錢
氏
が
臣
民
と
な
っ
て
中
原
の

王
�
を
戴
い
た
の
で
、
大
い
に
寬
容
な
態
度
を
取
り
、
そ
の
領
土
を
收
奪
す
る
に

は
�
び
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
太
宗
の
時
代
に
な
る
や
、
す
ぐ
に
領
土
を
取
り
�

め
て
邸
宅
を
下
賜
し
た
。
そ
れ
は
我
が
寢
臺
の
側
で
他
人
が
高
鼾
で
眠
る
の
を
許

さ
な
い
と
い
う
も
の

（
１
）
で
あ
っ
た
。
淸
�
が
�
三
桂
を
滇
南
（
雲
南
省
の
南
）
に
封

じ
た
と
き
、官
吏
は
し
ば
ら
く
自
由
な
任
命
に
ま
か
せ
、こ
れ
を
西
�
と
い
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
子
の
�
璠
（
孫
の
�
世
璠
が
正
し
い
）
の
代
に
な
れ
ば
、
す
ぐ
さ

ま
征
伐
�
定
を
行
い
、
南
方
は
�
從
し
て
統
一
さ
れ
た
。
官
制
で
分
權
に
�
似
し

た
例
に
は
�
の
南
北
院
が
あ
る
。
南
は
�
人
を
治
め
、
北
は
�
�
を
治
め
た
。
こ

れ
は
種
族
の
�
い
か
ら
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
の
行
中
書
省
は
、
中
書
省
の

名
稱
を
用
い
、
非
獨
立
を
代
表
し
て
い
る
。
�
・
淸
王
�
は
し
ば
ら
く
元
の
省
の

制
度
に
從
っ
た
。
ま
た
�
代
の
南
北
兩
京
の
各
部
院
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
�
�
の

靖
�
が
完
�
し
た
が
、
敢
え
て
好
く
な
い
名
�
を
つ
け
て
太
�
の
舊
制
を
變
え
よ

う
と
せ
ず
、
兩
�
對
峙
さ
せ
、
一
方
は
南
、
一
方
は
北
と
し
、
上
に
行
在
の
二
字

を
附
け
た
も
の
で
あ
る
。
正
統
（
一
四
三
六
～
一
四
四
九
）
時
代
に
至
っ
て
、
南

京
に
行
在
を
加
え
る
こ
と
が
、
つ
い
に
永
く
定
ま
っ
た
名
稱
と
な
っ
た
。
廷
臣
で

南
京
に
拔
擢
さ
れ
た
�
は
、
政
府
の
�
關
と
し
て
は
高
�
で
あ
る
が
、
閑
な
官
職

で
あ
る
の
で
、
�
く
左
�
に
等
し
い
。
淸
代
、
奉
天
に
五
部
侍
郞
を
設
�
し
た
。

こ
こ
も
�
宗
發
祥
の
重
�
地
で
あ
る
ゆ
え
、
定
め
て
陪
都
と
し
た
。
�
代
の
制
度

を
取
り
入
れ
た
が
、
そ
の
範
圍
を
縮
小
し
た
。
い
ず
れ
も
地
方
分
權
で
は
な
い
。

�
演
を
�
え
て
後
、
小
野
〔
淸
一
郞
〕
�
士
か
ら
御
禮
の
言
葉
が
簡
單
に
�
べ
ら

れ
た
。
寫
眞
撮
影
が
あ
っ
て
各
自
解
散
。

（
１
）他
人
を
自
己
の
勢
力
範
圍
�
に
安
�
さ
せ
な
い
と
の
�
。
宋
の
岳
珂『
桯
史
』卷
一「
徐

鉉
入
聘
」
や
宋
の
王
稱
『
東
都
事
略
』
卷
二
十
三
・
李
煜
傳
な
ど
に
「
臥
�
之
側
、
豈

容
他
人
鼾
睡
（
臥
�
の
側
、
豈
に
他
人
の
鼾
睡
を
容ゆ
る

さ
ん
や
）」
と
見
え
る
。

二
十
二
日

晴
れ
。
午
�
十
時
、
圖
書
寮
に
行
く
。
�
鮮
活
字
本
の
『
晉
書
』『
�
書
』）

1
（

な

ど
を
�
覽
。
こ
れ
ら
は
後
世
、慶
長
活
字
本
と
な
っ
た
。
歸
�
、田
中
（
�
求
堂
）

を
訪
れ
る
。
し
ば
ら
く
座
っ
て
歸
る
。
午
後
四
時
、〔
楊
〕
鼎
甫
ら
と
と
も
に
淺

草
の
倉
屋
（
淺
倉
屋
）
書
店
に
行
く
。
二
時
閒
探
し
た
が
、よ
い
本
は
な
か
っ
た
。

「
興
に
乘
じ
て
來
た
り
、
興
を
盡
く
し
て
�
る

（
２
）
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

王
�
元
集
百
家
�
分
�
東
坡
詩
二
十
五
卷

（
３
）

宋
刊
本
。
�
�
葉
十
三
行
、
�
行
大
二
十
二
字
、
小
二
十
七
字
。
左
右
�

邊
。
�
卷
首
行
、「
王
�
元
集
百
家
�
分
�
東
坡
先
生
詩
卷
之
�
」と
題
す
。

�
行
、「
�
禮
部
�
書
端
�
殿
學
士
�
侍
讀
學
士
�
太
師
諡
�
忠
蘇
軾
【
原
�

（
以
下
省
略
）：

軾
の
上
、�
一
字
】」。
三
行
、「
廬
陵
須
溪
劉
辰
�
批
點
」。
尾

は
三
行
を
隔
て
題
す
る
こ
と
首
行
に
同
じ
。
閒
ま
「
分
�
」
の
二
字
無
き
�

�
り
。
板
心
の
上
に
字
數
を
記
す
。
魚
尾
下
「
詩
�
」。「
�
安
崛マ

マ

氏
時
�
齋

藏
」【
長
方
朱
�
篆
書
】（
堀
杏
庵
藏
印
）「
衞
」【
圓
白
�
篆
書
】「
淺
草
�
庫
」

【
長
方
朱
�
楷
書
】「
昌
�
坂
學
問
�
」【
長
方
�
�
篆
書
】
の
�
記
�
り
。

樊
川
�
集
夾
�
四
卷

（
４
）

�
本
。
夾
�
に
佚
書
多
し
。
蓋
し
宋
人
の
手
に
出
で
ん
（
５
）
。
末
に
「
正
統
五



董
康
『
書
舶
庸
�
』
九
卷
本
譯
�
（
四
）	

三
〇

年
（
一
四
四
〇
）
六
�
■
（
原
白
匡
）
日
�
羅
�
錦
山
開
刊
」
の
一
行
�
り
。

小
杜
の
詩
、
古
よ
り
法
と
す
べ
し
と
稱
す
（『
庸
�
』、「
古
」
を
「
可
」

に
�
る
。
今
、『
�
鮮
刻
本
樊
川
�
集
夾
�
』
に
從
い
正
す
。
以
下
同
じ
）。

而
れ
ど
も
善
本
甚
だ
罕
れ
に
し
て
、
世
に
�
�
の
�
（「
世
」
を
「
無
」
に

�
る
）、
字
に
魚
魯
多
く
、
學
�
之
を
�
む
。
今
、
監
司
の
權
公
克
和
、
經

�
（「
�
」
を
「
理
」
に
�
る
）
の
李
君
蓄
と
之
を
議
し
、
知
錦
山
郡
事
の

李
君
賴
に
符
下
し
、
�
本
の
訛
�
を
詳
�
し
て
之
を
刊
せ
し
む
。
庚
申
三
�

に
始
ま
り
、
數
�
を
�
て
�
�
し
之
を
公
に
す
。
學
�
を
嘉
惠
す
る
こ
と
、

其
れ
量
る
べ
き
か
（「
量
」
を
「
重
」
に
�
る
）。
�
の
�
政
大
夫
�
均
大
司

�
知
製
敎
�
坤
跋
す
（「
跋
」
を
「
題
」
に
�
る
）。

方
輿
�
覽
■
■
卷

（
６
）

宋
刊
本
。
�
�
葉
十
四
行
。
�
そ
路
・
州
・
府
�
び
卷
中
の
故
實
に

�
へ
ば
、
大
字
兩
行
を
占
む
。
左
右
�
邊
。
首
は
嘉
熙
己
亥
（
三
年
、

一
二
三
九
）
良
�
�
日
、
新
安
の
呂
午
の
序
と
爲
す
。
�
は
嘉
熙
己
亥
仲
�

�
�
�
州
�
穆
和
甫
の
序
と
爲
す
。
�
は
目
�
。
上
下
小
黑
口
。
板
心
「
方

�
」。史

學
提
�
三
卷

（
７
）

元
刊
本
。
臨
川
の
�
繼
善
�
性
の
�
、
盱
江
の
�
志
伊
此
民
�
勘
。
卷
一

は
上
古
よ
り
戰
國
に
至
る
。
卷
二
は
秦
よ
り
南
北
�
に
至
る
。
卷
三
は
隋
よ

り
宋
に
至
る
。
�
�
葉
十
一
行
、
�
行
大
小
二
十
二
字
。
左
右
�
邊
。
上
下

小
黑
口
、
魚
尾
下
「
史
�
�
」。
卷
尾
に
「
皇
元
混
一
奄
�
�
天
�
子
神
孫

�
萬
斯
年
」
の
兩
行
�
り
。

玄
玄
碁
經
六
册

（
８
）

�
刊
本
。
皇
�（
一
〇
四
九
～
一
〇
五
四
）中
、
學
士
の
張
擬
�
。「
論
局
」

「
得
算
」「
權
輿
」「
合
戰
」「
�
實
」「
自
知
」「
審
局
」「
度
�
」「
�
正
」「
洞

�
」「
名
數
」「
品
格
」「
雜
誌
」
の
十
三
�
に
分
か
つ
。
首
は
至
正
（
一
三
四
一

～
一
三
六
八
）
年
の
�
集
、
歐
陽
玄
、
晏
天
章
の
序
と
爲
す
。
後
に
『
碁
譜
』

五
册
�
り
。

（
１
）『
圖
書
寮
�
籍
善
本
書
目
』（
以
下『
圖
書
寮
書
目
』と
略
�
）に
�
鮮
銅
活
字
本
の『
晉

書
』
は
卷
二
第
五
・
六
葉
に
�
�
さ
れ
・
五
十
四
册
・
四
〇
二
函
三
八
號
、『
�
書
』
は

同
卷
第
六
葉
�
�
・
三
十
二
册
・
四
〇
二
函
四
號
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）『
世
�
新
語
』
任
�
�
の
王
�
之
の
語
「
吾
本
乘
興
而
行
、
興
盡
而
�
（
吾
れ
本
と

興
に
乘
じ
て
行
き
、
興
盡
き
て
�
る
）」
を
も
じ
っ
た
表
現
で
あ
る
。

（
３
）『
圖
書
寮
書
目
』
卷
四
第
二
一
葉
・『
圖
書
寮
典
籍
解
題
　
�
籍
』
頁
七
九
・
八
〇
�
�
、

一
三
册
、
四
〇
四
函
六
二
號
。

（
４
）『
圖
書
寮
書
目
』
卷
四
第
一
五
・
一
六
葉
�
�
、
四
册
、
五
一
一
函
四
四
號
。『
樊
川

�
集
夾
�
』
の
專
論
に
は
、
許
山
秀
樹
「『
樊
川
�
集
夾
�
』
の
�
立
と
版
本
」（「
中

國
�
學
�
究
」
第
二
〇
�
、
一
九
九
四
年
一
二
�
）
が
あ
る
。

（
５
）『
樊
川
�
集
夾
�
』
が
宋
人
の
�
�
で
は
な
く
、
�
鮮
�
�
書
で
あ
る
こ
と
は
、
拙

論
「
�
鮮
本
『
夾
�
名
賢
十
抄
詩
』
の
基
礎
�
考
察
」（「
學
林
」
第
三
九
號
。
の
ち
拙

�
『
�
代
の
詩
人
と
�
獻
�
究
』、
中
國
藝
�
�
究
會
、
二
〇
〇
七
年
六
�
、
修
訂
再
�
）

に
言
�
し
た
。

（
６
）本
版
は
、下
記
に
示
す
序
目
の
�
第
に
よ
っ
て
、『
圖
書
寮
書
目
』卷
二
第
二
八
葉
・『
圖

書
寮
典
籍
解
題
　
�
籍
』
頁
一
六
〇
�
�
、
二
十
册
、
五
一
一
函
三
六
號
の
『
新
�
方

輿
�
覽
』
七
十
卷
、
あ
る
い
は
四
〇
二
函
九
一
號
の
二
十
六
册
本
に
該
當
す
る
と
思
わ

れ
る
。
な
お
書
陵
部
に
は
同
版
の
『
新
�
方
輿
�
覽
』
と
し
て
二
十
三
册
本
が
あ
る
ほ

か
、『
新
�
四
六
必
用
方
輿
�
覽
』
三
十
册
本
の
宋
版
も
�
藏
さ
れ
て
お
り
、後
�
は
『
日

本
宮
�
廳
書
陵
部
藏
宋
元
版
�
籍
影
印
叢
書
』
に
收
�
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）『
圖
書
寮
書
目
』
卷
二
第
四
四
葉
・『
圖
書
寮
典
籍
解
題
　
�
籍
』
頁
一
四
一
�
�
、

一
册
、
四
〇
二
函
一
一
號
。

（
８
）『
圖
書
寮
書
目
』
卷
三
第
四
三
葉
�
�
、
四
〇
三
函
六
四
號
。



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
紀
�
　
第
五
號	

三
一

二
十
三
日

晴
れ
。
早
�
、
號
外
の
呼
び
聲
を
聞
く
。
續
い
て
�
�
の
女
中
さ
ん
ら
が
「
皇

太
子
さ
ま
の
御
�
生
」
と
大
�
び
し
て
い
た
。
外
に
出
て
よ
く
見
れ
ば
、
ど
の
家

も
日
章
旗
を
立
て
て
い
る
。
九
時
�
、
�
閣
�
庫
に
行
く
。
向
こ
う
の
方
を
見
や

る
と
、
二
重
橋
の
外
側
に
列
な
っ
て
拜
禮
す
る
�
が
�
一
萬
人
も
い
た
。
�
庫
に

到
着
し
て
小
�
を
�
種
�
か
�
査
し
た
。
鼎
甫
の
招
き
で
北
京
亭
に
行
き
晝
�
。

午
後
、
�
治
大
學
の
談
話
會
に
行
く
。
岡
田
〔
�
太
郞
〕・
志
田
〔
鉀
太
郞
〕

が
居
竝
び
、
�
敎
�
も
�
っ
て
い
た
。
大
谷
美
隆
が
�
回
撮
っ
た
寫
眞
を
く
れ

た
。
�
敎
�
が
刑
法
史
上
の
故
實
を
質
問
し
た
。
本
日
は
〔
孫
〕
伯
醇
が
來
て
い

な
い
の
で
、
筆
談
で
答
え
る
。
岡
田
は
子
と
母
親
の
姦
�
は
如
何
に
�
斷
し
た
の

か
問
う
た
。
余
の
答
え
。『
公
羊
傳
』
の
邾
婁
の
叔
�
の
妻
嫂
の
事
【
原
�

：

昭

公
三
十
一
年
】
に
お
い
て
、
�
の
徐
�
の
疏
は
「
律
」
の
「
外
�
、
鳥
獸
の
行
ひ

に
亂
る
れ
ば
、
則
ち
之
を
滅
ぼ
す
」
を
引
く
。
指
す
と
こ
ろ
の
血
族
が
姑
の
姉
妹

と
す
る
と
、
血
族
で
は
な
い
。
父
�
の
妾
と
す
る
と
、
當
然
、「
�
律
」
の
禽
獸

行
に
な
る
。
罪
は
極
致
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
に
な
る
と
筆
�
の
�
び
�
べ
る
と

こ
ろ
で
は
な
い
。
岡
田
の
�
見
。
日
本
に
は
昔
、
こ
の
犯
罪
例
が
あ
っ
た
。
し
か

し
死
刑
で
は
な
か
っ
た
。
犯
せ
ば
神
に
向
か
っ
て
誓
い
を
立
て
、
洗
い
落
と
し
て

淸
ら
か
な
身
に
�
る
。
た
だ
し
そ
の
家
の
�
�
は
�
部
沒
收
に
な
る
。
現
在
「
大

祓
�
詞
」
中
の
某
項
目
が
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
で
數
枚
の
「
�
詞
」

を
く
れ
た
。
こ
れ
も
日
本
法
制
上
の
�
聞
で
あ
る
。

六
時
、�〔
作
�
〕公
使
の
宴
會
に
行
く
。
來
會
�
は
、小
山〔
松
吉
〕司
法
大
臣
・

原
〔
敬
〕
�
司
法
大
臣
・
杉
〔
榮
三
郞
〕
�
物
�
長
・
渡
部
〔
信
〕
圖
書
寮
頭
・

鈴
木
科
長
・
�
上
〔
貞
二
〕
外
務
省
�
�
科
長
（
�
�
事
業
部
長
）・
�
部
〔
宇

之
吉
〕・
岩
谷
〔
鹽
谷
�
、
以
下
同
じ
〕
兩
�
士
・
石
田
〔
幹
之
助
〕
東
洋
�
庫
長
・

長
澤
〔
規
�
也
〕・
村
上
〔
貞
吉
〕・
�
〔
霖
〕
監
督
（
在
日
留
學
生
監
督
）
お
よ

び
公
使
�
員
で
あ
っ
た
。
宴
中
、
�
公
使
が
挨
拶
を
行
い
、
�
せ
て
余
の
今
回
の

來
日
は
司
法
・
敎
育
方
面
の
�
査
も
�
ね
て
い
る
と
紹
介
し
た
。
余
も
『
北
史
』

に
日
本
が
泰
伯
の
末
裔
で
あ
る
と
記
す
こ
と

（
１
）
、
ま
た
武
�
時
代
（
�
の
則
天
武
后

�
）
の
�
�
（
�
臣
）〔
粟
田
〕
眞
人
の
故
事

（
２
）
を
略
�
し
、親
善
の
證
據
と
し
た
。

小
山
大
臣
は
答
禮
に
お
い
て
、
中
國
の
昔
の
裁
�
が
公
正
で
あ
っ
た
こ
と
に
深
く

敬
�
し
て
お
り
、
德
川
時
代
の
大
岡
越
�
守
に
模
倣
さ
れ
て
お
り
、
誰
彼
と
無
く

彼
を
日
本
の
�
孝
肅
（
宋
の
�
拯
）
と
讚
え
た
、
と
話
し
た
。

宴
會
が
�
わ
っ
て
し
ば
ら
く
立
ち
話
。
長
澤
・
岩
谷
に
�
れ
去
ら
れ
、
赤
坂
の

春
�
樓
に
入
る
。杉
お
よ
び
渡
部
が
相
�
い
で
や
っ
て
來
る
。お
二
人
と
も
長
年
、

宮
�
省
に
奉
職
し
、
親
任
の
待
�
を
�
け
た
。
皇
太
子
の
御
生
�
・
生
育
を
非
常

に
�
ん
で
い
た
。
藝
�
・
舞
子
を
十
數
人
呼
び
、
酒
を
�
ん
で
興
が
乘
り
、
皆
�

ち
上
が
っ
て
手
を
取
り
舞
い
踊
り
、
大
聲
で
萬
�
を
唱
え
た
。
忠
愛
の
思
い
が
自

然
と
表
に
出
て
い
た
。
�
人
紳
士
入
り
亂
れ
、
な
り
ふ
り
を
す
っ
か
り
�
れ
て
い

た
。
度
々
の
災
厄
を
か
い
く
ぐ
っ
て
�
え
た
餘
生
の
身
を
も
っ
て
、
こ
の
光
景
を

目
の
當
た
り
に
し
、
�
時
を
偲
ん
で
夢
の
國
に
い
る
よ
う
な
思
い
が
自
ず
と
湧
く

の
で
あ
っ
た
。固
く
お
斷
り
し
て
歸
っ
た
頃
は
、す
で
に
十
二
時
を
回
っ
て
い
た
。

丰
韻
�
書
六
卷

（
３
）

豫
章
竹
溪
�
人
（
�
の
鄧
志
謨
）
彙
�
、
南
陽
居
士
�
�
。
�
に
萬
�
戊

午
（
四
十
六
年
〈
一
六
一
八
〉）
夏
、
坦
然
生
の
小
引
�
り
。
卷
中
の
夾
圖

甚
だ
精
。「
室
家
」「
金
�
」「
靑
樓
」「
幽
閨
」「
�
詞
」「
�
詩
」
の
六
門
に

分
か
つ
。
尺
牘
は
�
致
綿
邈
た
り
。
詩
と
詞
と
は
皆
�
見
の
�
な
り
。



董
康
『
書
舶
庸
�
』
九
卷
本
譯
�
（
四
）	

三
二

〔
坦
然
生
小
引
〕

語
（『
論
語
』
衞
靈
公
）
に
「
詞
（
辭
）
は
�
せ
る
の
み
」
と
云
へ
る
�

り
。
曷な

ん

ぞ
嘗
て
�
を
言
は
ん
や
。
書
の
�
を
以
て
名
づ
く
る
�
、
予
�こ
れ

を
古

に
鏡
み
ん
。
白
頭
を
詠
じ
て
扊え

ん

扅い

を
歌
ふ
は
、
室
家
（
妻
）
の
�
に
非
ず

や
（
４
）
。
雲
樹
を
思
ひ
て
梁
�
を
懷
ふ
は
、
金
�
の
�
に
非
ず
や
（
５
）
。
章
臺
の
柳
枝

を
憶
ひ
、
�
江
の
鱸
魚
を
戀
ふ
は
、
靑
樓
の
�
に
あ
ら
ず
や

（
６
）
。
祆
�
を
炎も
や

す

の
火
、
溱し

ん

洧い

に
�
る
の
�
は
、
幽
閨
の
�
に
非
ず
や
（
７
）
。
�
を
�
み
て
�
す
る

に
書
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
�
を
語
ら
ん
。
書
し
て
表
は
す
に
�
を

以
て
せ
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
�
を
語
ら
ん
。
茲
の
�
は
、
室
家
の
好
に
寄
す

る
な
り
、
金
�
の
悃
を
遞た

が

ひ
に
す
る
な
り
。
靑
樓
と
閨
幃
と
は
殷
�
を
�
ず

る
な
り
。
一
紙
素
箋
も
て
五
衷
の
�
悃
を
露
出
し
、
寸
心
�
�
も
て
萬
眼
の

孏
詞
を
寫
し
來
る
。
其
の
丰
韻
の
洒
洒
た
る
、
眞
に
蜨て

ふ

の
�
を
戀
ひ
、
魚
の

水
を
樂
し
む
が
如
し
。
是
を
用
て
之
を
�
靑
（
出
版
）
し
、
以
て
風
流
�
（
色

好
み
）
の
眸
睫
を
怡た

の

し
ま
し
む
。
萬
�
戊
午
夏
戩
の
吉
、
坦
然
生
漫
り
に
題

す
。

附
大
祓
�
詞

謹
ん
で
此
に
集
侍
す
る
の
親
王
・
王
の
�
臣
・
百
官
に
�
げ
、
天
皇
の
�

を
奉
じ
て
曰
は
く
、
�
膳
の
官
・
武
衞
の
士
・
百
官
人
等
の
犯
す
�
の
�
罪
、

悉
く
今
年
十
二
�
�
日
を
以
て
、
之
を
祓
除
す
。
其
れ
謹
ん
で
聽
け
、
と
。

唯こ

れ
我
が
皇
�
、
高
天
原
に
坐
鎭
し
て
、
�
神
を
糾
合
し
、
議
し
て
我
が
皇

孫
に
委
ね
、
豐
葦
原
瑞
穗
の
國
を
�
治
せ
し
む
。
此
の
國
土
に
�
い
て
、
敢

へ
て
�
せ
ざ
る
も
の
�
り
て
、
問
ふ
て
而
る
後
に
討
つ
。
時こ

こ

に
�
い
て
山
石

草
木
、
靜
謐
な
ら
ざ
る
莫
し
。
皇
孫
乃
ち
高
天
原
の
玉
座
を
離
れ
、
�
雲
を

排
し
て
天
下
の
中
央
に
下
�
し
て
曰
は
く
、
大
倭
國
は
以
て
安
土
と
爲
る
、

と
。
乃
ち
宮
�
を
立
て
、
下
は
石
根
に
�
び
、
仍よ

り
て
群
木
を
樹た

て
、
上
は

天
際
に
參ま

じ

は
り
、
以
て
皇
孫
の
居
と
爲
す
。
天
日
�ふ
う

蔭
し
、
國
土
を
安
治

す
。
生
齒
（
人
民
）
�
に
�
く
、
罪
�
用
て
滋
し
。
曰
は
く
、
天
罪
は
、
�あ

放は
な
ち

・
�み
ぞ
う
め埋
・
�ひ

放
は
な
ち

・
�し
き
ま
き蒔
・
串く
し
ざ
し刺
・
生い
き
は
ぎ�
・
�さ
か
は
ぎ�
・
屎く
そ
と�
。
�
そ
此
の
�

罪
、
是
れ
天
罪
と
謂
ふ
。
人
罪
と
謂
ふ
は
、
生い

き
は
ぎ
だ
ち

膚
斷
・
死し
に
は
だ
だ
ち

膚
斷
・
白し
ら
ひ
と人
・
胡こ

久く

美み

・
母
犯
の
罪
・
子
犯
の
罪
・
子
と
母
と
犯
す
�
の
罪
・
母
と
子
と
犯
す

�
の
罪
・
畜
犯
の
罪
・
昆
蟲
の
災
・
高
神
の
災
・
高
鳥
の
災
・
畜
仆
蠱
物
の

罪
。
其
の
罪
益
ま
す
滋
く
、
是
を
用
て
天
神
の
儀
を
效い

た

し
、
大
中な
か
と
み臣
を
し
て

細
木
を
以
て
其
の
兩
端
を
切
り
、
其
の
中
段
を
執
り
、
臺
上
に
�
か
し
む
。

再
び
菅
蔴
を
以
て
其
の
兩
端
を
切
り
、
其
の
中
段
を
取
り
、
針
を
以
て
析
を

剖
く
。
口
に
天
神
の
�
く
る
�
の
祓
詞
を
唱
ふ
。
天
神
乃
ち
天
門
を
開
き
、

�
雲
を
排
し
て
之
を
聽
く
。
國
神
は
則
ち
山
頂
に
登
り
、
嵐
氣
を
披
き
て
之

を
聽
く
。
神
聽
�
に
�
す
れ
ば
、
則
ち
上
は
�
�
よ
り
、
下
は
四
方
に
�
る

ま
で
、
一
切
の
罪
�
は
�
滅
し
て
餘
す
こ
と
無
し
。
神
飈
の
�
雲
を
吹
く
が

如
く
、
疾
風
の
�
霧
を
散
ら
す
が
如
し
。
大
舟
の
維つ

な

を
解
き
�こ
れ

を
�
に
放
つ

が
如
く
、
利
�
の
木
を
刈
り
て
孽
�
�
る
こ
と
罔な

き
が
如
し
。
是
に
�
い
て

此
の
�
罪
�
、
山
よ
り
下
る
。
神
�
り
、
瀨
織
�（
瀨せ

織お
り

津つ

比ひ

咩め

）と
曰
ふ
。

持
ち
て
之
を
大
�
尾
閭

（
８
）
の
洩
る
る
�
の
�
波
百
�
に
�
る
。
此
に
�
い
て
神

�
り
、
�
開
�
（
�は

や
あ
き開

都つ

咩め

）
と
曰
ふ
。
便
ち
�
飮
を
加
ふ
。
地
門
に
神
�

り
、
氣い

吹ぶ
き

�と

�ぬ
し

と
曰
ふ
。
復
た
罪
穢
を
將も
つ

て
吹
き
て
地
底
に
入
る
。
地
底
の

神
を
�
佐
須
良
（
�は

や

佐さ

須す

良ら

比ひ

咩め

）
と
曰
ふ
。
復
た
此
の
罪
に
接
し
、
之
を

無
何
�
の
鄕

（
９
）
に
散
ず
。
�
�
百
官
、
天
下
四
方
、
今
日
よ
り
始
め
て
一
切
の
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罪
を
滅
ぼ
す
。
乃
ち
馬
を
牽
き
て
立
ち
、
�
し
て
曰
は
く
、
今
年
十
二
�
�

日
の
夕
べ
、
此
の
大
祓
を
行
ふ
。
參
集
の
罪
は
、
其
れ
共
に
之
を
聽
け
、

と
。
又
た
稱
へ
て
曰
は
く
、
四
國
の
卜
部
、
此
の
祓
物
を
持
ち
、
�
を
大
川

に
棄
て
よ
、
と
。

（
１
）『
北
史
』卷
九
四
・
倭
國
傳
に「
俗
皆
�
身
、自
ら
云
ふ
太
伯
の
後
と
」と
あ
る
。『
北
史
』

と
同
じ
く
初
�
に
�
っ
た
正
史
の
『
晉
書
』
卷
九
七
・
倭
人
傳
や
『
梁
書
』
卷
五
四
・

倭
傳
に
も
同
樣
の
記
事
が
見
え
る
。

（
２
）
原
�
「
武
�
時
、
�
�
眞
人
故
事
」。「
�
�
」
は
「
�
臣
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

後
�
二
十
八
日
條
の
「
�
�
軒
答
詞
」
で
は
「
�
臣
眞
人
」
と
記
し
て
い
る
。「
眞
人
」

は
粟
田
眞
人
の
こ
と
。『
續
日
本
紀
』
卷
二
の
大
寶
元
年
（
七
〇
一
）
正
�
條
に
「
守

民
部
�
書
�
大
貳
粟
田
�
臣
眞
人
を
以
て
�
�
執
�
使
と
爲
す
」
と
あ
る
。
中
國
の
史

料
に
は
『
�
典
』
卷
一
八
五
に
「
武
太
后
の
長
安
二
年
（
七
〇
二
）、
其
の
大
臣
の
�

臣
眞
人
を
�
は
し
て
方
物
を
貢
せ
し
む
。
眞
人
は
�
ほ
中
國
の
地
官
�
書
の
ご
と
き
な

り
」
と
あ
る
ほ
か
、「
�
臣
眞
人
」
の
記
事
は
『
舊
�
書
』
卷
一
九
九
・
日
本
國
傳
や
『
新

�
書
』
二
二
〇
・
日
本
傳
な
ど
に
も
見
え
る
。

（
３
）『
�
閣
目
�
』
頁
二
八
八
�
�
、
�
求
番
號
附
三
―
一
六
。
該
目
�
に
は
「
�
鄧
志

謨
�
　
�
萬
�
四
六
序
刊
（
萃
慶
堂
）」
と
あ
る
。

（
４
）
古
樂
府
（
�
魏
・
六
�
の
歌
謠
）
に
「
白
頭
吟
」「
扊
扅
歌
」
が
あ
る
。
�
�
は
�

の
司
馬
相
如
の
妻
、
卓
�
君
が
妾
を
設
け
た
夫
の
仕
打
ち
を
悲
し
ん
で
作
っ
た
と
さ

れ
る
（『
�
�
』
卷
二
八
「
白
頭
吟
」
李
善
�
・『
樂
府
詩
集
』
卷
四
一
な
ど
）。
後
�

は
、
春
秋
の
百
里
奚
の
妻
が
作
っ
た
琴
曲
と
い
い
、
今
は
秦
の
穆
侯
に
仕
え
宰
相
に
ま

で
な
っ
た
夫
が
別
れ
た
自
分
の
こ
と
を
�
れ
て
い
る
こ
と
を
怨
ん
だ
歌
（『
樂
府
詩
集
』

卷
六
一
な
ど
）
と
傳
え
る
。

（
５
）「
雲
樹
」
は
、
杜
甫
が
遙
か
江
南
に
い
る
友
人
の
李
白
を
思
っ
て
詠
じ
た
「
春
日
憶

李
白
」
詩
に
「
渭
北
春
天
樹
、
江
東
日
暮
雲
（
渭
北
　
春
天
の
樹
、
江
東
　
日
暮
の

雲
）」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。「
梁
�
」
は
、
�
の
李
陵
が
蘇
武
と
別
れ
た
際
に
詠
っ
た

さ
れ
る
詩
（『
�
�
』
卷
二
九
、李
陵
「
與
蘇
武
詩
」
其
三
）
の
一
�
に
「
攜
手
上
河
梁
、

游
子
暮
何
之
。
…
…
安
知
非
日
�
、
弦
�
自
�
時
（
手
を
攜
へ
て
河
梁
に
上
り
、
游
子

暮
に
何
く
に
か
之
く
。
…
…
安
ぞ
知
ら
ん
日
�
に
非
ざ
る
を
、
弦
�
　
自
ら
時
�
り
）」

と
あ
る
の
に
由
來
す
る
語
。「
金
�
」
は
、『
�
易
』
繫
辭
傳
に
「
二
人
同
心
、
其
利
斷

金
。
同
心
之
言
、
其
�
如
�
（
二
人
同
心
、
其
の
利
な
る
こ
と
金
を
斷
つ
。
同
心
の
言

は
、
其
の
�に
ほ

ひ
�
の
如
し
）」）
と
あ
り
、
篤
い
友
�
を
い
う
。

（
６
）「
章
臺
」
は
�
�
の
都
、
長
安
に
あ
っ
た
�
街
の
名
（『
�
書
』
張
敞
傳
）。
ま
た
�

の
�
翃
の
美
�
を
柳
氏
と
い
い
、
彼
女
に
寄
せ
た
�
翃
の
詩
に
「
章
臺
柳
」
の
句
が
見

え
る
。「
�
江
鱸
魚
」
は
、「
神
�
」
を
善
く
す
る
後
�
の
左
慈
が
曹
操
の
宴
席
で
盤
中

か
ら
鱸
魚
を
�
り
上
げ
た
故
事
（『
後
�
書
』
方
�
傳
）
に
基
づ
く
が
、「
靑
樓
之
�
」

に
は
�
接
に
結
び
つ
か
な
い
。
魚
は
女
性
を
象
�
す
る
こ
と
が
あ
り
、
宴
席
の
故
事
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
か
く
言
っ
た
も
の
か
。

（
７
）「
祆
�
を
炎
す
の
火
」
は
、『
蜀
志
』（『
淵
鑑
�
凾
』
卷
五
八
「
玉
�
解
」
�
引
）

に
見
え
る
民
閒
傳
�
。
蜀
�
の
公
�
は
、
�
母
陳
氏
の
子
が
自
分
故
に
戀
患
い
に
な
っ

て
い
る
と
知
り
、
祆
�
で
會
う
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
先
に
來
た
陳
氏
が
熟
睡
し
て
い
た

の
で
、
玉
�
を
外
し
て
男
の
懷
中
に
入
れ
て
立
ち
去
っ
た
。
目
覺
め
た
男
は
、
こ
れ
を

見
て
怨
氣
火
と
�
し
、
�
を
燒
い
た
と
い
う
。「
溱
洧
に
�
る
の
�
」
は
、『
詩
經
』
�

風
「
溱
洧
」
に
「
士
與
女
、
方
秉
蕳
兮
（
士
と
女
と
、
方ま
さ

に
蕳
を
秉と

る
）」
と
あ
る
の

に
基
づ
く
。
毛
傳
に
「
蕳
は
�
な
り
」
と
�
す
る
。
な
お
「
溱
洧
」
は
、
男
女
が
溱
洧

の
ほ
と
り
で
相
會
す
る
�
俗
を
背
景
に
す
る
詩
�
で
あ
る
。

（
８
）「
尾
閭
」
は
『
莊
子
』
秋
水
�
に
「
天
下
の
水
、
�
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
萬
川
之

に
歸
し
、
何
れ
の
時
に
止
る
か
を
知
ら
ざ
る
も
盈
た
ず
。
尾
閭
之
を
泄
し
、
何
れ
の
時

に
已
む
か
を
知
ら
ざ
る
も
�
し
か
ら
ず
」
と
あ
り
、�
の
陸
德
�
『
經
典
釈
�
』
に
「
尾

閭
は
�
水
を
泄
し
て
外
に
出
だ
す
�
な
り
」
と
�
す
る
、
つ
ま
り
�
水
の
排
水
孔
。

（
９
）「
無
何
�
之
鄕
」
の
語
は
『
莊
子
』
逍
遙
游
・
應
�
王
・
列
禦
寇
に
見
え
、
何
も
の

も
存
在
し
な
い
�
無
の
境
を
い
う
。

二
十
四
日

晴
れ
。
午
�
十
時
に
上
目
黑
の
山
本
二
峰
（
山
本
悌
二
郞
）
を
訪
問
。
亭
園
は

幽
邃
。
六
年
�
に
來
た
こ
ろ
は
、
樹
木
は
�
え
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
今
は
高

木
に
な
っ
て
い
た

（
１
）
。
舊
家
の
こ
と
と
て
土
壤
が
よ
く
、
そ
の
上
に
手
入
れ
が
行
き

屆
い
て
る
か
ら
で
あ
る
。
二
峰
の
談
。
日
本
は
�
年
、
小
中
學
�
が
歐
�
に
�
重

し
て
お
り
、
�
德
を
墮
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本
日
、
議
會
に
行
っ
て
�
�



董
康
『
書
舶
庸
�
』
九
卷
本
譯
�
（
四
）	

三
四

の
�
業
を
增
や
す
こ
と
を
提
議
し
よ
う
と
思
う
、
と
の
こ
と
。
余
の
�
見
は
ど
う

か
と
質
問
。
余
も
、
中
國
に
お
い
て
こ
の
こ
と
は
頭
の
痛
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
�

げ
る
。
經
書
の
�
�
を
廢
止
し
て
か
ら
、
若
�
は
獨
立
の
思
想
が
豐
か
に
な
っ
た

が
、
根
本
に
足
を
据
え
る
こ
と
が
な
く
、
異
端
に
流
れ
る
�
が
日
々
に
增
え
て
い

る
。
目
下
、
錫
山
（
江
蘇
省
無
錫
）
の
�
侍
郞
（
�
�
治
）
が
中
學
で
の
經
書
の

學
�
を
提
唱
し
て
い
る
が

（
２
）
、
こ
の
風
�
の
中
に
あ
っ
て
は
、
狂
瀾
を
�
る
こ
と
は

容
易
で
は
な
い
、と
話
し
た
。
つ
い
で
話
題
が
袞
甫
（
汪
榮
寶
）
の
�
沒
に
�
び
、

そ
の
死
を
深
く
�
き
惜
し
ん
だ

（
３
）
。
詩
集
一
册
の
�
�
を
得
て
歸
る
（
４
）
。
狩
野〔
�
�
〕

が
手
紙
で
京
都
に
赴
く
�
日
を
�
ね
た
の
で
、
�
信
を
し
た
た
め
る
。
小
山
〔
松

吉
〕
大
臣
が
部
下
を
使
い
に
寄
こ
し
二
十
七
日
の
�
に
官
邸
で
宴
席
を
設
け
る
と

の
案
�
。
夜
、
田
中
〔
慶
太
郞
〕
來
談
。

（
１
）
董
康
が
「
六
年
�
」
に
山
本
邸
に
訪
問
し
た
こ
と
は
、本
書
卷
三
の
民
國
十
六
年
（
昭

和
二
、一
九
二
七
）
三
�
十
八
日
條
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
�
�
治
（
一
八
六
五
～
一
九
五
四
）
は
、
江
蘇
太
倉
の
人
。
董
康
と
同
じ
く
南

菁
書
院
に
學
び
、
壬
辰
（
光
緖
十
八
年
、
一
八
九
二
）
科
の
�
士
。
光
緖
三
十
二
年

（
一
九
〇
六
）
に
左
侍
郞
を
も
っ
て
農
工
�
部
�
書
と
な
っ
た
の
が
淸
�
に
お
け
る
最

�
官
�
で
あ
っ
た
。
民
國
九
年
（
一
九
二
〇
）
か
ら
抗
日
戰
爭
ま
で
の
長
き
に
亙
っ
て

無
錫
の
國
學
專
修
�
で
敎
育
に
當
た
っ
た
（『
民
國
人
物
大
辭
典
』
河
北
人
民
出
版
�
、

一
九
九
一
年
五
�
に
よ
る
）。

（
３
）
汪
榮
寶
は
本
年
六
�
（
七
�
と
も
い
う
）
に
北
京
で
�
沒
し
た
。
畢
生
の
�
『
法

言
義
疏
』
を
完
�
さ
せ
て
閒
も
な
い
死
去
で
あ
っ
た
。
享
年
五
十
五
�
。
な
お
彼
は

一
九
二
三
年
（
民
國
十
二
年
）
十
二
�
二
十
五
日
に
�
日
�
權
公
使
と
し
て
着
任
し
て

よ
り
、
一
九
三
一
年
（
民
國
二
十
年
）
七
�
十
三
日
離
職
ま
で
（
八
�
五
日
�
）、
�

八
年
閒
、
そ
の
任
に
あ
っ
た
（『
民
國
人
物
大
辭
典
』
附
�
「
中
國
�
國
外
使
�
名
�
」

に
よ
る
）。

（
４
）
�
�
の
「
詩
集
」
は
、山
本
二
峰
が
こ
の
年
の
六
�
に
刊
行
し
た
自
作
の
�
詩
集
『
蕉

�
吟
�
詩
草
』
二
卷
、
二
册
一
帙
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
集
に
は
、
大
正
十
二

年
（
一
九
二
三
）
以
來
の
�
詩
五
百
二
十
餘
首
が
收
載
さ
れ
て
い
る
。

二
十
五
日

晴
れ
。
午
�
十
二
時
、
長
澤
〔
規
�
也
〕
君
が
書
籍
の
寫
眞
印
刷
に
つ
い
て
相

談
に
來
る
。岩
崎
�
庫（
靜
嘉
堂
�
庫
）は『
�
志
』【
原
�

：

す
で
に
印
刷
完
了
】『
王

右
丞
集
』『
�
禮
』
殘
卷
『
集
韻
』『
梧
溪
集
』、圖
書
寮
は
『
論
衡
』『
春
秋
集
解
』『
金

臺
集
』『
玄
玄
碁
經
』、
�
閣
�
庫
は
『
淮
�
集
』『
廣
韻
』『
史
略
』『
�
忠
�

（
１
）
』、

と
も
に
若
干
種
と
す
る
。
夕
方
、
�
泉
閣
職
員
の
村
田
君
が
來
る
。
こ
の
君
は
民

國
四
年
（
一
九
一
五
）、舊
都
（
北
京
）
に
�
寓
し
た
。
當
時
、余
は
�
尉
（
司
法
）

の
官
に
就
い
て
お
り
、
彼
を
藏
書
樓
の
管
理
に
當
ら
せ
た
。

（
１
）『
史
略
』『
�
忠
�
』
以
外
は
す
べ
て
�
に
觀
書
記
が
見
え
る
が
、
こ
の
二
種
は
本

書
卷
八
上
の
乙
亥
（
民
國
二
十
四
年
、
昭
和
十
年
、
一
九
一
〇
）
五
�
六
日
條
に
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
『
�
忠
�
』
を
『
�
�
�
忠
�
』
と
表
記
す
る
。
な
お
、
王
君

南
整
理
本
が
本
條
に
「《
�
忠
志
》」
と
す
る
の
は
�
り
。

二
十
六
日

晴
れ
。
玉
�
、
劉
・
陳
太
夫
人
お
よ
び
袁
景
�
の
手
紙
を
�
け
取
る
。
午
後
四

時
、
江
蘇
省
同
鄕
靑
年
會
の
歡
�
會
に
行
く
。
張
淸
鑑
の
紹
介
を
も
っ
て
�
演
を

行
う
。
參
加
�
百
餘
名
、
秩
序
よ
く
靜
肅
。
余
は
中
國
に
お
け
る
法
律
�
纂
の
�

�
を
略
�
す
る
。
�
演
が
�
わ
っ
て
、
招
か
れ
て
新
宿
の
白
十
字
堂
で
の
夜
宴
に

行
く
。
同
席
に
は
朱
大
昭
・
邵
亮
煥
・
石
堅
白
・
徐
方
幹
・
王
�
今
・
王
世
義
な

ど
す
べ
て
十
人
が
い
た
。
現
下
の
政
治
の
得
失
や
科
學
の
�
�
に
つ
い
て
大
い
に

語
り
合
い
、
�
客
歡
を
盡
く
し
、
宿
に
�
る
と
す
で
に
十
時
を
回
っ
て
い
た
。
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先
日
、
岩
谷
（
鹽
谷
）
�
士
が
敦
煌
寫
本
の
「
茶
酒
論
（
１
）
」
を
出
し
示
し
、
勘
�

を
�
に
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
�
勘
を
�
え
て
�
り
�
す
。
こ
の
�

章
は
賦
の
�
體
を
な
し
て
い
る
が
、
ど
れ
も
�
笑
諧
謔
の
詞
で
、
田
舍
の
學
�
の

口
ぶ
り
と
隔
た
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
中
に「
脊
上
少
な
く
十
七
を
須も

ち

ふ
」と
あ
る
。

余
が
思
う
に
、
宋
代
以
後
、
杖
刑
は
實
數
に
足
り
な
い
。
元
代
で
は
十
ご
と
に
七

を
も
っ
て
數
え
た
。
い
わ
ゆ
る
「
天
　
他
の
一
下
を
饒ゆ

る

し
、
地
　
他
の
一
下
を
饒

し
、
我
　
他
の
一
下
を
饒
す
」
で
あ
る

（
２
）
。
こ
こ
に
「
十
七
」
と
稱
す
る
の
は
、『
宋

刑
統
』（
卷
一
）
五
刑
の
條
に
詳
し
い
。
原
書
を
�
べ
て
〔
楊
〕
无
恙
に
示
し
た
。

脊
杖
八
十
は
臀
杖
十
七
ま
で
を
執
行
し
て
放
�
と
な
る
に
�
い
な
い
。
无
恙
は
、

こ
の
箇
�
は
專
門
家
で
な
い
と
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
、
と
い
う
。

（
１
）「
茶
酒
論
」
は
�
末
・
五
代
の
王
�
の
�
で
、
敦
煌
寫
本
に
伯
二
七
一
八
な
ど
六
種

あ
る
。
鹽
谷
�
�
士
は
「
�
學
會
雜
誌
」
第
二
卷
第
二
號
（
昭
和
九
年
〈
一
九
三
四
〉

十
�
）
に
「
茶
酒
論
に
就
い
て
」
を
發
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
巴
黎
本
」
す
な
わ
ち

伯
二
七
一
八
を
「
定
本
」
と
し
て
�
�
を
十
一
解
に
分
段
し
、
訓
點
を
附
し
た
原
�
を

擧
げ
、「
�
字
」（
�
勘
・
倫
敦
本
と
の
對
�
）「
韻
字
」「
故
事
熟
語
」「
俗
語
」「
解

釋
」
に
項
目
を
分
け
て
本
作
品
を
�
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
定
本
」
と
し
た
伯

二
七
一
八
の
影
印
と
そ
の
�
�
を
附
�
し
て
い
る
。
鹽
谷
�
士
が
董
康
に
示
し
た
敦
煌

本
も
ペ
リ
オ
本
で
あ
っ
た
に
�
い
な
い
。

（
２
）
�
の
葉
子
奇
『
草
木
子
』
卷
三
に
「
元
世
�
、
天
下
の
刑
、
笞
・
杖
・
徒
・
流
・

絞
五
等
を
定
む
。
笞
・
杖
の
罪
�
に
定
ま
り
て
曰
は
く
、
天
　
他
の
一
下
を
饒
し
、
地

他
の
一
下
を
饒
し
、
我
　
他
の
一
下
を
饒
す
、
と
。
是
よ
り
笞
五
十
を
合
は
せ
、
笞

四
十
七
に
止
め
、
杖
一
百
十
を
合
は
せ
杖
一
百
七
に
止
む
」
と
あ
る
。

二
十
七
日

晴
れ
。
午
後
一
時
ご
ろ
、小
石
川
區
の
留
學
生
監
督
事
務
�
に
行
き
、�
〔
霖
〕

監
督
に
答
禮
。
そ
れ
よ
り
〔
東
京
〕
�
國
大
學
�
學
部
〔
支
�
哲
�
學
科
〕
�

究
室
に
至
る
。
岩
谷
（
鹽
谷
、
以
下
同
じ
）
�
士
と
齋
�
君
を
訪
問
。
小
�
數
十

種
を
出
し
て
、
自
由
に
�
覽
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
う
ち
『
萬
錦
�
林

（
１
）
』
は
宋
元

の
逸
事
を
書
い
た
も
の
で
、
な
か
な
か
の
佳
本
。
ま
た
『
浪
史
』
も
舊
鈔
本
で
あ

る
（
２
）
。
岩
谷
君
が
四
階
の
�
茶
室
に
余
を
招
待
。
夕
日
が
き
ら
き
ら
と
�
き
、
雲
閒

か
ら
富
士
山
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
た
。

�
�
に
歸
っ
て
少
し
休
ん
で
か
ら
、
小
山
大
臣
の
招
宴
に
出
か
け
る
。
來
會
�

相
�
い
で
參
集
。
原
〔
敬
〕
樞
密
院
�
問
・
和
仁
〔
貞
吉
〕
大
審
院
長
・
林
〔
賴

三
郞
〕
檢
事
總
長
・
�
〔
作
�
〕
公
使
は
す
で
に
到
着
。
宴
席
に
て
小
山
大
臣
は

か
く
話
さ
れ
た
。
余
が
今
回
、
刑
法
と
禮
敎
と
の
一
問
題
を
�
演
し
、
�
發
さ
れ

裨
益
を
得
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
日
本
の
立
法
は
禮
敎
へ
向
か
っ
て
い
る
。
刑
事

訴
訟
で
子
孫
は
目
上
を
�
訴
で
き
な
い
、
�
院
で
事
件
の
た
め
に
女
性
の
死
體
を

解
剖
す
る
場
合
に
は
事
�
に
お
祭
り
を
す
る
、
ま
た
夫
�
閒
の
制
度
と
い
っ
た
例

は
、
兩
國
の
風
�
が
同
一
で
あ
る
。
司
法
事
務
の
上
か
ら
永
く
親
善
を
結
び
た
い

と
篤
く
願
っ
て
い
る
。
�
公
使
か
ら
余
が
今
回
の
來
航
中
、
各
界
か
ら
招
待
を
�

け
た
御
厚
�
に
對
す
る
謝
辭
が
�
べ
ら
れ
た
。

余
は
あ
ら
ま
し
以
下
の
�
り
話
し
た
。
日
本
の
昔
の
司
法
は
中
國
か
ら
生
ま
れ

た
。
中
國
の
�
淸
�
末
�
、
法
律
を
�
纂
制
定
し
た
時
、
お
お
む
ね
日
本
の
學
�

に
�
問
役
と
な
っ
て
も
ら
っ
た
。
し
て
み
る
と
中
國
の
今
日
の
司
法
は
日
本
か
ら

生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
司
法
の
一
端
に
つ
い
て
言
え
ば
、
中
・
日
は
一
つ
の
團

體
で
あ
る
。
余
は
�
年
、
歐
米
を
漫
�
し
た
際
、
司
法
面
を
特
に
重
�
し
た
。
英
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國
の
裁
�
�
の
手
續
き
は
簡
單
で
、
人
民
は
裁
�
�
の
�
決
を
尊
敬
し
て
お
り
、

上
�
は
寥
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
感
ぜ
ら
れ
た
。
幼
年
�
お
よ
び
夫
�
の
制
度

に
關
し
て
は
、
我
が
國
の
未
革
新
�
に
よ
く
似
て
い
る
。
始
め
は
英
國
も
我
が
東

方
の
法
體
系
に
染
め
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
。
つ
づ
い
て
パ
リ
に
行
き
、
最

高
裁
�
�
を
參
觀
し
た
が
、
そ
こ
の
裁
�
官
は
我
が
方
の
倍
も
い
た
が
、
案
件
數

は
我
が
方
と
同
じ
で
あ
る
の
に
、
遲
滯
の
惱
み
は
我
々
よ
り
ま
さ
っ
て
い
た
。
�

決
の
方
法
が
な
い
も
の
か
�
ね
た
と
こ
ろ
、「
當
事
�
の
權
利
を
頭
ご
な
し
に
奪

う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
た
だ
民
事
だ
け
は
最
新
の
�
停
方
法
を
勵
行
し
て
い

る
」
と
い
う
裁
�
�
員
の
答
え
で
あ
っ
た
。
英
國
の
上
�
裁
�
�
が
簡
易
な
の
と

比
べ
る
と
遙
か
に
�
ば
な
い
。歸
國
後
、政
府
に
改
革
を
提
案
し
よ
う
と
し
た
が
、

ち
ょ
う
ど
國
家
の
多
事
に
�
っ
て
、
口
を
挾
む
こ
と
が
で
き
ず
、
胸
に
し
ま
っ
て

お
く
し
か
な
か
っ
た
。
劫
�
の
氣
配
相
�
ぎ
、
今
日
に
至
っ
た
。
學
�
敎
育
の
思

�
は
正
し
く
な
い
方
向
へ
と
�
り
、
�
人
の
風
紀
は
自
由
さ
に
陷
っ
て
い
る
。
將

來
の
こ
と
を
思
い
や
る
と
、
憂
念
い
よ
い
よ
胸
に
�
る
。
今
回
、
�
究
會
の
お
招

き
で
�
學
し
、
お
會
い
し
た
�
野
の
名
士
と
談
話
が
立
法
の
事
業
に
�
ぶ
と
、
思

い
は
共
�
し
て
い
た
。
�
う
い
地
點
で
踏
み
と
ど
ま
り
、
か
つ
て
の
�
常
を
取
り

�
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
は
、
我
が
�
中
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
我
が
國
で
裁

�
�
に
�
務
す
る
も
の
は
、
日
本
留
學
經
驗
�
が
大
多
數
を
占
め
て
い
る
。
�
心

に
論
ず
れ
ば
、
貴
國
の
法
學
は
、
昔
年
に
比
べ
る
と
先
�
�
で
あ
る
。
今
後
、
日

本
留
學
生
の
先
行
き
は
、
據
っ
て
立
つ
�
が
優
れ
て
い
れ
ば
依
存
す
る
方
も
優
れ

る
と
い
う
當
然
の
�
理
に
外
れ
な
い
。
將
來
の
司
法
を
擔
っ
て
行
く
�
は
、
こ
う

し
た
多
く
の
學
生
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
推
し
量
れ
ば
、
法
學
に
よ
っ
て
固
く
結
び

つ
い
て
い
る
。
い
か
な
る
時
で
も
、
こ
の
大
き
な
結
合
體
が
解
け
散
る
よ
う
な
こ

と
は
決
し
て
な
い
。
座
客
一
同
、
そ
の
�
り
と
思
っ
た
。
宴
席
が
�
了
し
、
ま
た

ひ
と
と
き
暢
談
し
、
よ
う
や
く
歸
る
。

（
１
）『
萬
錦
�
林
』
は
�
の
金
陵
の
余
象
斗
が
�
し
た
六
卷
か
ら
な
る
艷
�
短
�
小
�

集
で
あ
る
。
別
名
「
新
刻
藝
窓
彙
爽
萬
錦
�
林
」「
鍥
三
臺
山
人
藝
窓
彙
爽
萬
錦
�

林
」。
�
峰
堂
余
�
臺
、
萬
�
二
十
六
年
（
一
五
九
八
）
の
刊
本
。
現
在
も
東
京
大
學

�
學
部
中
國
�
學
�
究
室
に
�
藏
さ
れ
る
。『
古
本
小
�
集
�
』（
上
�
古
籍
出
版
�
、

一
九
九
二
年
）
は
、
こ
の
本
を
影
印
收
�
し
て
い
る
。
な
お
『
長
澤
規
�
也
�
作
集
』

第
六
卷
（
�
古
書
院
、
一
九
八
四
年
）
頁
三
四
六
に
本
版
�
入
に
ま
つ
わ
る
話
が
記
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）『
浪
史
』
は
風
�
軒
又
玄
子
�
、四
十
回
の
�
蕩
小
�
。「
東
京
大
學
�
學
部
�
究
室
」

の
藏
本
は
未
詳
で
あ
る
が
、
長
澤
規
�
也
氏
舊
藏
の
日
本
鈔
本
七
册
が
東
京
大
學
東
洋

�
�
�
究
�
の
「
�
紅
堂
�
庫
」
に
藏
さ
れ
て
い
る
。

二
十
八
日

晴
れ
。午
�
、村
田
が
�
�
�
の
書
藝
�
部
門
�
輯
�
の
野
本
白
雲
と
い
っ
し
ょ

に
來
談
。
野
本
君
は
寫
經
を
善
く
し
、
書
體
は
力
�
く
、
南
北
�
を
凌
駕
し
て
い

る
。
書
體
の
�
革
に
つ
い
て
�
解
な
�
�
を
行
い
、
こ
の
方
面
に
�
詣
が
深
い
こ

と
を
知
る
。
村
田
が
余
に
コ
ロ
タ
イ
プ
版
の
古
法
帖
を
數
帙
く
れ
た
。
そ
の
中
で

臨
川
の
李
氏
�
藏
の
「
孟
法
師
�

（
１
）
」
が
最
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
。

�
に
外
務
省
東
方
�
�
局
の
�
上
〔
貞
二
〕
局
長
の
招
待
を
�
け
た
。
松
本
〔
烝

治
〕
�
士
・
船
津
〔
振
一
郞
〕
�
天
津
總
領
事
も
同
席
。
そ
の
他
の
名
士
す
べ
て

十
名
。
�
上
が
挨
拶
し
、
余
の
今
回
の
�
演
の
お
か
げ
で
、
日
本
の
學
界
は
東
方

法
制
の
古
い
�
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
誠
に
多
く
の
敎
益
を
得
た
な
ど
と
言
っ

た
。
余
の
答
禮
の
辭
は
後
に
�
す
。
夜
に
な
っ
て
雨
。

�
�
軒
答
詞
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今
夜
、
外
務
省
東
方
�
�
局
の
�
上
局
長
の
御
招
待
を
�
け
、
ま
た
松
本

�
士
・
船
津
�
總
領
事
お
よ
び
�
家
名
士
に
年
末
御
多
用
の
と
こ
ろ
陪
席
下

さ
っ
て
、
小
生
た
い
へ
ん
光
榮
に
存
じ
ま
す
。
た
だ
今
、
�
上
局
長
の
ご
挨

拶
を
拜
聽
し
、
禮
儀
と
し
て
答
禮
の
言
葉
を
申
し
上
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

我
々
日
華
兩
國
の
隋
�
以
來
の
親
善
の
軌
跡
に
つ
き
ま
し
て
は
、
�
史
書
に

記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
本
席
の
皆
さ
ま
は
、
法
學
と
�
學
界
の
優
れ
た

方
々
で
、
�
學
多
聞
、
こ
の
こ
と
は
�
に
ご
承
知
に
て
、
再
論
す
る
ま
で
も

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
個
人
�
な
關
係
で
親
善
の
證
と
す
る
に
足
る
事

�
に
つ
い
て
、
皆
樣
に
お
話
し
す
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

小
生
の
經
�
か
ら
申
し
ま
す
と
、
法
律
と
�
學
の
二
方
面
を
も
っ
て
お
譽

め
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。
竊
に
法
律
の
一
面
に
つ
い
て
思
い
ま
す
に
、
小

生
は
南
方
下
�
の
人
士
で
あ
り
ま
す
。
あ
り
が
た
く
も
科
擧
に
合
格
し
ま
し

て
、公
�
書
取
り
�
い
の
雜
務
を
學
び
ま
し
た
が
、�
名
な
先
生
の
�
�
を
�

け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
新
舊
交
代
の
時
�
に
あ
っ
て
、
官
職

に
�
務
す
る
こ
と
三
十
餘
年
。
法
律
修
訂
の
手
傳
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ

て
、
必
�
に
�
ら
れ
�
究
に
從
事
し
始
め
ま
し
た
。
政
界
を
去
っ
て
野
に

�
っ
て
か
ら
、
生
活
の
た
め
に
�
席
に
就
く
こ
と
を
�
な
く
し
ま
し
た
。
�

心
に
申
し
ま
す
と
、
小
生
の
法
律
�
究
は
、
�
制
�
な
も
の
に
屬
し
、
敢
え

て
松
本
�
士
の
�
で
法
學
�
を
も
っ
て
自
�
す
る
つ
も
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

た
だ
�
學
の
方
面
は
確
か
に
自
發
�
で
あ
っ
て
、
�
制
�
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
貴
國
の
た
め
に
こ
の
方
面
に
奔
走
し
、
�
果
と
し
ま
し
て
は
三
つ
が
あ

り
ま
す
。

昔
、
學
齡
に
�
し
て
敎
育
を
�
け
、
典
籍
を
こ
よ
な
く
愛
し
ま
し
た
。
始

め
て
朱
竹
垞
（
淸
の
朱
彝
尊
）
の
『
曝
書
亭
集
』
を
讀
み
「
吾
妻
鏡
跋
」（『
曝

書
亭
集
』
卷
四
〇
）
を
見
て
、
こ
こ
ろ
惹
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
森
立
之

『
日
本
訪
古
志
』（『
經
籍
訪
古
志
』）
を
�
入
で
き
、
�
・
宋
の
孤
本
が
貴
國

に
多
く
流
傳
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
ま
す
ま
す
�
く
あ
こ
が
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
重
ね
て
公
務
の
た
め
日
本
に
來
航
し
、
貴
國
の
紳

士
に
多
く
�
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
『
訪
古
志
』
の
記
載
を
た
よ
り

に
、
あ
ち
こ
ち
探
求
し
ま
し
た
。
金
澤
の
稱
名
寺
の
壞
れ
た
函
か
ら
五
代
時

代
の
寫
本
の
『
�
�
集
�
』
三
十
二
卷
を
發
見
し

（
２
）
、
�
に
は
高
野
山
で
�
の

儀
鳳
年
閒
寫
本
の
『
�
�
詞
林
』
二
十
餘
卷
を
�
ね
あ
て
ま
し
た

（
３
）
。
い
ず
れ

も
こ
れ
を
�
�〔
湖
南
〕�
士
に
申
し
上
げ
、
�
士
か
ら
政
府
に
報
�
さ
れ
、

國
寶
の
列
に
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
の
殘
簡
逸
�
は
一
々
數
え
あ
げ
ら

れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
訪
書
に
よ
っ
て
、
親
善
を
證
�
す
る
�
果
の
一
つ
で
す
。

貴
國
の
コ
ロ
タ
イ
プ
製
版
業
は
、
東
方
美
�
の
名
聲
を
擅
に
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
最
初
作
ら
れ
た
も
の
は
繪
葉
書
で
し
た
。
�
�
向
上
し
て
も
、

わ
ず
か
に
一
尺
餘
の
畫
幅
�
度
で
し
た
。
小
生
が
京
都
に
寄
寓
し
て
お
り
ま

し
た
頃
、
始
め
て
良
質
の
紙
を
用
い
た
印
刷
方
法
を
發
�
し
ま
し
た
。
た
と

え
ば
上
�
の
『
詞
林
』
お
よ
び
福
岡マ

マ（
福
井
）
氏
崇
�
�
の
宋
本
『
劉
夢
得
集
』

で
す

（
４
）
。
そ
の
他
、
こ
の
�
の
大
册
は
二
十
種
を
下
り
ま
せ
ん
。
�
外
で
の
�

�
生
活
の
中
、
餘
生
を
�
る
身
分
の
も
の
が
獨
力
に
よ
り
、
書
籍
を
永
�
に

傳
え
よ
う
と
す
る
事
業
を
營
み
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
日
・
華
兩
國

の
人
々
が
皆
、
見
聞
き
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
�
室
圖
書
寮

は
宋
本
『
�
書
〔
正
義
〕』
單
疏
本
を
印
行
、
�
田
侯
は
宋
本
『
世
�
新
語
』

を
印
行
さ
れ
て
い
ま
す

（
５
）
。
そ
の
他
、
私
家
で
は
靜
嘉
〔
堂
〕
�
庫
や
�
簣
堂



董
康
『
書
舶
庸
�
』
九
卷
本
譯
�
（
四
）	

三
八

〔
�
庫
〕
が
書
影
を
印
行
し
、
現
在
、
大
い
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
多
く

の
�
名
な
宋
版
を
普
�
さ
せ
、
三
都
の
市
價
を
�
均
�
さ
せ
た
�
第
で
す
。

こ
れ
は
書
籍
印
刷
に
よ
っ
て
親
善
を
證
�
す
る
�
果
の
ま
た
の
一
つ
で
ご
ざ

い
ま
す
。

小
生
は
か
つ
て
二
度
、財
政
總
長
に
な
り
ま
し
た
。
團
匪（
義
和
團
の
亂
）

の
賠
償
問
題
を
淸
�
政
府
の
不
幸
な
事
件
と
見
な
し
て
い
ま
す
。
國
體
が
改

ま
っ
た
か
ら
に
は
、
使
�
の
交
流
に
お
い
て
こ
の
汚
點
を
留
め
る
べ
き
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
庚
子
賠
款
（
團
匪
賠
償
金
）
を
別
�
の
事
業
に
充
て
る
こ
と

を
�
議
し
ま
し
た
が
、
實
行
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
�
ぐ
さ
ま
辭
職

し
、
ア
メ
リ
カ
に
漫
�
し
ま
し
た
。
ウ
ィ
ル
ミ
ン
ト
ン
（
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
）

の
デ
ュ
ポ
ン
�
顏
料
工
場
で
パ
ー
シ
ン
グ
（John	Joseph	Pershing

）
氏

と
會
見
し
ま
し
た
。
そ
の
當
時
、
ア
メ
リ
カ
の
庚
子
賠
款
は
、
�
額
を
淸
華

敎
育
基
金
に
充
當
し
て
も
、殘
額
が
な
お
多
く
あ
り
ま
し
た
。彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
戰
史
上
の
人
物
で
し
て
、
政
府
お
よ
び
輿
論
界
か
ら
信
用
と
尊
敬
を
�
け

て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
話
題
が
�
ぶ
と
、
非
常
な
贊
�
を
示
さ
れ
、
早

�
、
彼
の
働
き
か
け
に
よ
り
ま
し
て
、
議
會
に
提
出
、
�
�
し
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
に
參
り
ま
し
た
。
�
�
華
公
使
の
ジ
ョ
ー
ダ

ン
（John	N

ew
ell	Jordan

）
君
と
は
舊
知
の
閒
�
で
、
ア
メ
リ
カ
の
善
�

を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ジ
ョ
ー
ダ
ン
君
は
こ
れ
に
倣
っ
て
實
行
し
ま
し
た
。

大
正
十
二
年
（
民
國
十
二
年
、
一
九
二
三
）
の
春
、
歸
航
�
中
に
貴
國
に
立

ち
寄
り
、
山
本
二
峰
君
の
招
待
を
�
け
ま
し
た
。
そ
の
席
で
山
本
君
は
、
日

本
が
國
庫
の
�
出
か
ら
七
十
萬
圓
を
出
し
て
、
規
模
の
大
き
い
�
學
の
大
學

を
創
立
す
る
も
く
ろ
み
で
あ
る
が
、
な
お
�
部
省
に
わ
だ
か
ま
り
が
多
く
あ

る
、
と
話
さ
れ
た
。
小
生
は
、
す
か
さ
ず
英
・
米
の
庚
子
賠
款
の
處
分
方
法

を
�
げ
、
方
向
轉
換
す
る
よ
う
に
勸
め
ま
し
た
。
山
本
君
は
快
諾
さ
れ
、
�

な
く
議
會
を
�
�
し
ま
し
た
。
今
日
、
英
・
米
に
は
庚
子
賠
款
委
員
會
を
設

立
し
て
い
ま
す
が
、
な
お
も
�
體
�
な
�
展
は
見
ま
せ
ん
。
し
か
る
に
貴
國

で
は
東
西
兩
京
お
よ
び
北
�
（
北
京
）・
上
�
に
�
�
�
關
を
そ
れ
ぞ
れ
設

立
し
、
着
々
と
設
備
が
整
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
小
生
の
「
續
修
四
庫
�
書
」

の
�
議
を
入
れ
、
�
輯
に
從
事
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
�
�
事
業
か
ら

親
善
を
證
�
す
る
�
し
い
�
果
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す

（
６
）
。

こ
こ
に
同
席
の
皆
樣
は
、
現
下
の
名
流
の
方
々
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
將
來

の
�
史
に
お
い
て
發
展
を
見
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
今
�
の
集
ま
り
は
普
�
の

宴
會
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
斷
言
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
か

ら
兩
國
が
こ
う
し
た
事
業
を
�
じ
て
、
ひ
と
つ
の
永
續
す
る
親
善
を
結
ぶ
團

體
と
な
っ
た
な
ら
、皆
樣
方
は
未
來
の
�
臣
〔
粟
田
〕
眞
人
・〔
阿
倍
〕
仲
麿
・

弘
法
大
師
で
す
。
こ
れ
は
小
生
の
深
く
希
�
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
１
）「
李
氏
」は
淸
の
李
宗
瀚（
乾
隆
三
十
五
年〈
一
七
七
〇
〉～
�
光
十
二
年〈
一
八
三
二
〉）

で
あ
る
。
彼
は
古
�
舊
拓
の
大
收
藏
家
で
、
特
に
�
品
四
種
を
「
李
氏
四
寶
」
と
し
て

珍
藏
し
た
。
そ
の
中
の
一
種
が
�
の
褚
�
良
書
、
�
拓
の
「
孟
法
師
�
」
で
あ
る
。
大

正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
舶
載
さ
れ
て
、
三
井
高
堅
氏
聽て
い

氷
閣
の
�
得
す
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
。
現
在
、
三
井
記
念
美
�
�
�
藏
。
董
康
が
�
�
さ
れ
た
コ
ロ
タ
イ
プ
版
は

昭
和
八
年
九
�
に
�
�
�
が
「
和
�
名
法
帖
�
集
」
と
し
て
出
版
し
た
「
�
拓
褚
�
良

孟
法
師
�
」
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
本
書
卷
八
下
の
乙
亥
（
民
國
二
十
四
年
、
昭
和
十
年
、
一
九
三
五
）
五
�
十
三
日

條
に
「
森
立
之
經
籍
訪
古
誌
言
金
澤
稱
名
寺
藏
�
零
本
、
余
�
光
宣
之
際
、
偕
島
田
�

�
物
色
之
、
得
卅
二
卷
。
曾
以
語
�
�
�
士
、
白
�
政
府
、
列
入
國
寶
、
云
々
（
森
立

之
の
經
籍
訪
古
誌
に
言
ふ
、
金
澤
稱
名
寺
、
零
本
を
藏
�
す
、
と
。
余
、
光
（
光
緖
、



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
紀
�
　
第
五
號	

三
九

一
八
七
五
～
一
九
〇
八
）・
宣
（
宣
統
、
一
九
〇
九
～
一
九
一
一
）
の
際
に
�
い
て
、

島
田
〔
�
〕
と
偕
に
�
�
し
て
之
を
物
色
し
、
卅
二
卷
を
得
。
曾
て
以
て
�
�
�
士
に

語
げ
、
�
を
政
府
に
白
し
、
國
寶
に
列
入
さ
る
。
云
々
）」
と
あ
る
。
そ
の
後
、
島
田

�
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
七
�
、
稱
名
寺
�
藏
金
澤
�
庫
本
『
�
�
集
�
』
流
出

賣
却
の
罪
を
問
わ
れ
自
�
し
た
。島
田
�
の
金
澤
�
庫
本
流
出
賣
却
事
件
を
報
じ
た「
報

知
新
聞
」
大
正
四
年
五
�
十
三
日
の
記
事
に
「
�
後
�
職
引
繼
の
當
時
（
筆
�
�
︰
�

治
四
一
年
〈
一
九
〇
八
〉
五
�
）、
�
務
省
屬
な
り
し
と
稱
し
、
島
田
貫マ
マ

な
る
も
の
一

名
の
支
�
人
を
�
れ
來
り
、
神
奈
川
縣
廳
の
紹
介
�
を
携
え
同
寺
に
來
り
、
寶
物
を
隈

な
く
一
覽
し
た
る
事
あ
り
」
と
見
え
る
「
支
�
人
」
こ
そ
董
康
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

こ
の
新
聞
記
事
は
高
野
靜
子
氏
の
「
小
傳
　
鬼
才
の
書
誌
學
�
　
島
田
�
」（『
續
　
蘇

峰
と
そ
の
時
代
』
德
富
蘇
峰
記
念
鹽
崎
財
團
、
一
九
九
八
年
一
〇
�
�
收
）
か
ら
敎
示

を
得
た
。

（
３
）
本
書
卷
三
、
民
國
十
六
年
（
昭
和
二
年
、
一
九
二
七
）
三
�
一
日
條
の
「
跋
高
野

山
藏
原
本
�
�
詞
林
」
に
、「
癸
亥
春
仲
、
歐
�
歸
航
、
扶
桑
重
到
。
憶
�
森
立
之
訪

古
志
謂
是
書
眞
本
藏
高
野
山
、
乃
偕
京
都
擅
名
寫
眞
制
版
之
小
林
忠
�
親
詣
是
山
、
果

�
靈
寶
�
訪
獲
十
九
卷
（
癸
亥
（
民
國
十
二
年
、大
正
十
二
年
、一
九
二
三
）
春
仲
、歐
・

�
（
メ
キ
シ
コ
）
の
歸
航
、
扶
桑
重
ね
て
到
る
。
森
立
之
訪
古
志
に
是
の
書
の
眞
本
は

高
野
山
に
藏
せ
ら
る
、
と
謂
ふ
を
憶
え
�
び
、
乃
ち
京
都
の
擅
名
の
寫
眞
制
版
の
小
林

忠
�
〔
郞
〕
と
偕
に
親
ら
是
の
山
に
詣
り
、
果
し
て
靈
寶
�
に
�
い
て
、
訪
ね
て
十
九

卷
を
獲
た
り
）」
と
あ
る
。

（
４
）
福
井
氏
崇
�
�
�
藏
宋
版
『
劉
夢
得
集
』（
天
理
大
學
附
屬
圖
書
�
現
藏
）
は
、「
己

丑
」
す
な
わ
ち
民
國
二
年
（
大
正
二
年
、
一
九
一
三
）
夏
日
の
董
康
識
語
と
同
年
八
�

の
�
�
湖
南
跋
を
�
え
て
百
部
が
影
印
さ
れ
た
。
四
部
叢
刊
の
『
劉
夢
得
集
』
は
、
こ

の
董
康
影
印
本
を
�
製
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
宋
本
『
�
書
正
義
』
單
疏
本
二
十
卷
の
影
印
は
、
大
�
�
日
新
聞
�
が
「
祕
籍
大

觀
第
二
集
」
と
し
て
昭
和
三
・
四
年
に
行
っ
た
。
解
題
は
�
�
湖
南
の
�
。
四
部
叢
刊

三
�
に
こ
れ
の
�
製
が
收
�
さ
れ
て
い
る
。
�
田
家
尊
經
閣
�
庫
�
藏
の
宋
本
『
世
�

新
語
』
三
卷
敍
�
二
卷
（
金
澤
�
庫
舊
藏
本
）
は
、
昭
和
四
年
に
育
德
財
團
か
ら
「
尊

經
閣
叢
刊
」
と
し
て
影
印
刊
行
さ
れ
た
。

（
６
）
董
康
が
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
日
本
に
お
け
る
庚
子
賠
款
事
業
に
關
わ
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
本
書
卷
一
下
の
民
國
十
六
年
（
昭
和
二
年
、
一
九
二
七
）
一
�
十
八

日
條
の
「
補
誌
三
國
�
設
�
�
事
業
之
經
�
」
に
詳
し
い
。

二
十
九
日

晴
れ
。
午
�
、
田
中
が
來
て
余
を
案
�
し
て
、
�
部
〔
時
計
店
〕
と
三
越
に
行

く
。
�
り
物
を
�
入
し
て
、
二
百
八
十
圓
ほ
ど
つ
か
う
。
午
後
一
時
、
一
緖
に
�

霖
監
督
の
上マ

マ

（
下
）
目
黑
の
�
敍
園
で
の
招
宴
に
出
か
け
る
。
園
の
�
人
の
某
氏

（
細
川
力
藏
）
は
浴
場
を
經
營
し
、
某
�
本
家
か
ら
格
別
に
賞
贊
さ
れ
、
二
萬
�

の
土
地
を
�
ら
れ
た
。
�
�
費
用
は
三
百
萬
圓
に
も
�
ん
だ
。
支
�
料
理
の
專
門

店
で
、
た
い
へ
ん
�
昌
し
て
い
る
。
�
本
金
一
千
萬
圓
以
上
も
擁
し
、
東
京
の
料

理
屋
界
の
第
一
で
あ
る
。
芝
區
の
紅
葉
�
の
ご
と
き
は
、
�
を
竝
べ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
大
き
な
�
物
で
�
下
が
長
く
、
あ
た
か
も
阿
�
宮
の
複
�
の
よ
う
で
あ

る
。
便
�
の
床
は
黑
漆
に
螺
鈿
が
施
し
て
あ
り
、
そ
の
度
の
�
ぎ
た
贅
澤
さ
が
知

ら
れ
る
。
本
日
、
石
友
如
、
�
公
覺
、
陶
�
泉
（
陶
湘
）
の
書
簡
を
�
け
取
る
。

三
十
日

晴
れ
。
午
後
四
時
、
仁
井
田
〔
陞
〕
�
士
來
訪
。
先
に
�
し
た
「
神
�
散
�

格
」
の
�
り
を
�
正
し
て
く
れ
た
。
松
本
�
士
が
學
界
を
代
表
し
て
御
禮
に
來
ら

れ
た
。
六
時
、
柳
橋
の
津
久
松
で
の
榑く

れ

井い

君
の
招
宴
に
出
か
け
る
。
長
澤
君
も
同

座
。
藝
�
を
呼
ん
で
の
酒
宴
と
な
る
。
歸
り
が
け
に
孫
伯
醇
と
會
う
。
余
の
た
め

に
山
水
畫
を
一
幅
描
い
て
く
れ
た
。
こ
の
日
、
小
山
大
臣
に
書
簡
を
差
し
出
し
、

招
待
の
御
禮
を
�
べ
る
。
夜
に
な
っ
て
雨
。

三
十
一
日

晴
れ
。
早
�
、
�
求
堂
に
行
く
。
田
中
に
書
籍
代
四
百
圓
を
支
拂
う
。
ま
た
彼

に
四
百
四
十
圓
を
蘇
州
の
家
に
爲
替
�
金
し
て
も
ら
う
。
�
男
の
震
二
君
が
丸
善



董
康
『
書
舶
庸
�
』
九
卷
本
譯
�
（
四
）	

四
〇

に
案
�
し
て
く
れ
た
。
鐵
保
な
ど
に
洋
書
を
�
入
。
家
々
、
松
枝
（
門
松
）
と
稻

稾
（
し
め
繩
）
を
取
り
附
け
て
い
る
。
松
に
�
久
し
く
靑
い
と
い
う
�
味
を
取
る

の
は
、
各
國
同
じ
で
あ
る
。
稻
稾
は
�
史
�
な
關
係
が
あ
る
。
日
本
は
、
古
く
は

瑞
穗
の
國
と
稱
し
て
い
た
か
ら
、
�
國
の
�
史
を
�
れ
ま
い
と
い
う
�
味
な
の
で

あ
ろ
う
。
私
の
心
理
か
ら
す
る
と
、
陽
�
は
陰
�
に
は
�
ば
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
季
�
の
風
物
を
目
に
す
る
と
、故
鄕
を
思
う
氣
持
ち
が
湧
き
�
こ
る
。こ
の
日
、

玉
�
、
小
林
〔
忠
�
郞
〕、
謝
景
山
、
�
公
覺
に
書
簡
を
出
す
。

�
美
人
【
原
�

：

篋
中
存
弟
子
謝
景
山
閨
人
毛
孟
琰
繪
彈
琴
美
人
。
檢

出
題
此
闋
寄
�
。
孟
琰
�
業
�
吾
鄕
馮
超
然
、
氣
韻
閑
�
、
�
靑
�
�

藍
之
�
（
篋
中
に
弟
子
の
謝
景
山
の
閨
人
毛
孟
琰
の
繪ゑ

が

き
し
彈
琴
美
人

を
存
す
。
檢
出
し
て
此
の
闋
を
題
し
て
寄
�
す
。
孟
琰
は
業
を
吾
が
鄕

の
馮
超
然
に
�
け
、
氣
韻
閑
�
に
し
て
、
靑
は
藍
よ
り
�
る
の
�
�

り
）。】

鬟
雲
堆
綠
脂
凝
玉
　
　
　
　
鬟
雲
堆
綠
　
脂
凝
の
玉

靜
坐
�
山
曲
　
　
　
　
　
　
靜
か
に
�
山
の
曲
に
坐
し

侍
兒
悄
爇
�
山
爐
　
　
　
　
侍
兒
は
悄
と
し
て
�
山
爐
を
爇た

く

等
閒
妨
卻
�
日
、
�
工
夫

（
１
）

　
等
閒
に
妨
卻
す
�
日
の
�
工
夫
を

新
聲
學
得
求
凰
譜

（
２
）

　
　
　
　
新
聲
　
學
び
得
た
り
求
凰
の
譜

試
味
絃
中
語
　
　
　
　
　
　
試
み
に
味
は
へ
　
絃
中
の
語
を

爲
防
�
外
�
人
聽
　
　
　
　
爲
に
防
ぐ
　
�
外
　
人
の
聽
く
こ
と
�
る
を

但
奏
落
霞
孤
鶩

（
３
）
、
寄
高
�
　
但
だ
落
霞
孤
鶩
を
奏
し
て
高
�
を
寄
す
る
の
み

�
美
人
【
原
�

：

荷
物
の
箱
に
弟
子
の
謝
景
山
の
�
人
、
毛
孟
琰
が
描

い
た
「
彈
琴
美
人
圖
」
が
あ
っ
た
。
探
し
出
し
て
こ
の
詞
を
書
き
附
け

て
�
り
�
し
た
。
孟
琰
は
吾
が
鄕
里
の
馮
超
然
に
學
ん
だ
が
、
氣
韻
が

し
っ
と
り
と
し
、
出
藍
の
趣
が
あ
る
。】

美
し
く
豐
か
な
綠
の
黑
髮
に
玉
の
膚
を
し
た
美
人
が
靜
か
に
折
り
�
風
の

�
に
座
っ
て
い
る
。
側
附
き
の
子
供
が
密
や
か
に
�
山
爐
に
く
ゆ
ら
す
香

は
、
わ
け
も
な
く
長
い
閒
、
刺
�
の
手
を
は
か
ど
ら
せ
な
い

新
曲
の
「
求
凰
譜
」
が
彈
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
琴
絲
に
こ
め
ら
れ

た
言
葉
を
味
わ
っ
て
お
く
れ
。
�
く
�
の
向
こ
う
側
で
人
が
聽
か
な
い
よ
う

に
、
た
だ
「
落
霞
孤
鶩
」
だ
け
を
奏
で
て
思
い
を
託
し
た
。

（
１
）
宋
の
歐
陽
脩
「
南
歌
子
」
詞
に
「
等
閒
妨
了
�
工
夫
、
笑
問
鴛
鴦
兩
字
怎
生
書
（
等

閒
に
妨
了
す
�
工
夫
、
笑
ひ
て
問
ふ
　
鴛
鴦
の
兩
字
は
怎い
か生
に
書
す
か
と
）」
と
あ
る
。

（
２
）
�
の
司
馬
相
如
が
卓
�
君
の
氣
を
惹
こ
う
と
し
て
歌
っ
た
と
い
う
「
琴
歌
」
が
『
玉

臺
新
詠
』
卷
九
な
ど
に
傳
え
ら
れ
、
そ
れ
に
「
鳳
兮
鳳
兮
歸
故
�
、
遨
�
四
�
求
其
凰

（
鳳
や
鳳
や
故
�
に
歸
り
、四
�
に
遨
�
し
て
其
の
凰
を
求
む
）」と
あ
る
。
鳳
凰
は「
鳳
」

が
雄
、「
凰
」
が
雌
と
さ
れ
る
。「
求
凰
譜
」
と
は
よ
き
女
性
を
求
め
る
こ
と
を
表
す
曲

を
�
味
し
よ
う
。

（
３
）「
落
霞
孤
鶩
」
は
、
�
の
王
勃
「
�
王
閣
詩
序
」
に
「
落
霞
與
孤
鶩
齊
飛
、
秋
水
共

長
天
一
色
（
落
霞
　
孤
鶩
と
齊
し
く
飛
び
、
秋
水
　
長
天
と
共
に
一
色
）」
に
基
づ
く
。

こ
の
二
句
は
名
句
と
し
て
知
ら
れ
る
。


